
甲 第 ２ ２ 号 議 案 

   岡山市土地利用審査会条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市土地利用審査会条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市土地利用審査会条例の一部を改正する条例 

 岡山市土地利用審査会条例（平成２０年市条例第７０号）の一部を次のように改正する。 

 第５条を第６条とする。 

 第４条第３項を次のように改める。 

３ 審査会は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができない。 

 第４条中第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ 前項の規定にかかわらず，規制区域の指定若しくは指定の解除又はその区域の減少に

係る確認の議事は，委員総数の過半数をもって決する。 

 第４条を第５条とし，第３条を第４条とし，第２条を第３条とし，第１条の次に次の１

条を加える。 

（組織） 

第２条 審査会は，委員７人以内で組織する。 

   附 則 

この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

提案理由 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による国土利用計画法の一部改正に伴い，岡山市土地利用審査会の組織及び



運営について定めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ２ ３ 号 議 案 

   岡山市の組織及びその任務に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 岡山市の組織及びその任務に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するも

のとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市の組織及びその任務に関する条例の一部を改正する条例 

 岡山市の組織及びその任務に関する条例（平成１３年市条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３条の表危機管理室の項の次に次のように加える。 

市長公室 

(1) 市政に関連する情報の収集，調査，調整等による市長の補佐 

(2) 市政に対する意見等の積極的な収集と分かりやすい情報の提供 

第３条の表政策局の項中第４号及び第５号を削り，第３号を第４号とし，第２号を第３

号とし，第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 市民の視点に立った行政評価による行財政改革の推進 

第３条の表行政改革推進室の項及び安全・安心ネットワーク推進室の項を削り，同表総

務局の項中第６号を第７号とし，第５号を第６号とし，第４号を第５号とし，第３号の次

に次の１号を加える。 

(4) 市民満足度を高め，経営感覚で行動でき，働きがいのある組織・体制づくり 

第３条の表市民局の項中「市民局」を「市民生活局」に改め，第３号から第５号までを

削り，同項の次に次のように加える。 

市民協働局 



(1) 市民との協働による豊かで活力ある地域づくり 

(2) 市民の高い意識に支えられた安全と安心の地域づくり 

(3) ＥＳＤ活動とＥＳＤに関する交流・連携の推進 

(4) 男女があらゆる分野に共に参画し，個性と能力を十分に発揮できる社会の実現 

(5) 新たな視点の国際交流・協力の推進と外国人に開かれた住み良いまちづくり 

(6) 市民一人ひとりの人権意識の高揚を図ることにより，あらゆる差別を許さない明る

い社会の実現 

第３条の表都市整備局の項第３号中「，河川」を削り，同表下水道局の項中「下水道

局」を「下水道河川局」に改め，同項第１号中「雨水処理」の次に「，河川整備」を加え

る。 

   附 則 

この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

提案理由 

 効率的，効果的な行政システムを実現するため，本条例の一部を改正しようとするもの

である。 



甲 第 ２ ４ 号 議 案 

   岡山市地域活性化センター条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市地域活性化センター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市地域活性化センター条例の一部を改正する条例 

 岡山市地域活性化センター条例（平成１８年市条例第９０号）の一部を次のように改正

する。 

 別表岡山市田地子構造改善センターの項及び岡山市富沢生活改善センターの項を削る。 

   附 則 

 この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

提案理由 

 岡山市田地子構造改善センター及び岡山市富沢生活改善センターを廃止するため，本条

例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ２ ５ 号 議 案 

   岡山市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市行政手続条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市行政手続条例の一部を改正する条例 

 岡山市行政手続条例（平成９年市条例第５８号）の一部を次のように改正する。 

                   「第５章 処分等の求め（第３５条） 

                    第６章 届出（第３６条）    」 

る。 

 第１条中「第３８条」を「第４６条」に改める。 

 第２条中第８号を第９号とし，第７号の次に次の１号を加える。 

(8) 行政指導指針 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対

し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事

項をいう。 

 第３条中「第４章」を「第５章」に改める。 

 第３２条第３項を同条第４項とし，同条第２項中「前項」を「前２項」に改め，同項を

同条第３項とし，同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 行政指導に携わる者は，当該行政指導をする際に，市の機関が許認可等をする権限又

は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは，その相手方に対して，

次に掲げる事項を示さなければならない。 

(1) 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項 

(2) 前号の条項に規定する要件 

(3) 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由 

目次中「第５章 届出（第３５条）」を に改め 



第３３条中「これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」を「行政指導指

針」に改める。 

 第３４条を次のように改める。 

 （行政指導の中止等の求め） 

第３４条 法令に違反する行為の是正を求める行政指導（その根拠となる規定が法律又は

条例に置かれているものに限る。）の相手方は，当該行政指導が当該法律又は条例に規

定する要件に適合しないと思料するときは，当該行政指導をした市の機関に対し，その

旨を申し出て，当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。 

ただし，当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てさ

れたものであるときは，この限りでない。 

２ 前項の規定による申出は，次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければな

らない。 

(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所 

(2) 当該行政指導の内容 

(3) 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項 

(4) 前号の条項に規定する要件 

(5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由 

(6) その他参考となる事項 

３ 当該市の機関は，第１項の規定による申出があったときは，必要な調査を行い，当該

行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは，当該行政指

導の中止その他必要な措置をとらなければならない。 

 第３５条を第３６条とする。 

 第５章を第６章とし，第４章の次に次の１章を加える。 

   第５章 処分等の求め 

第３５条 何人も，法令に違反する事実がある場合において，その是正のためにされるべ

き処分（その根拠となる規定が条例等に置かれているものに限る。）又は行政指導（そ

の根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。）がされていないと思料

するときは，当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する



市の機関に対し，その旨を申し出て，当該処分又は行政指導をすることを求めることが

できる。 

２ 前項の規定による申出は，次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければな

らない。 

(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所 

(2) 法令に違反する事実の内容 

(3) 当該処分又は行政指導の内容 

(4) 当該処分又は行政指導の根拠となる法律又は条例等の条項 

(5) 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由 

(6) その他参考となる事項 

３ 当該行政庁又は市の機関は，第１項の規定による申出があったときは，必要な調査を

行い，その結果に基づき必要があると認めるときは，当該処分又は行政指導をしなけれ

ばならない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

 （岡山市市税条例の一部改正） 

２ 岡山市市税条例（昭和２５年市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「第３２条第３項」を「第３２条第４項」に，「第３２条第２項」を

「第３２条第３項」に改める。 

提案理由 

 行政手続法の改正の趣旨にのっとり，同法で新たに規定された行政指導をする際の許認

可等の権限の根拠等の明示並びに行政指導の中止等の求め及び処分等の求めの手続を追加

する等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ２ ６ 号 議 案 

   岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例の一部を改正する条例 

 岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例（平成２１年市条例第６１号）の一部

を次のように改正する。 

 別表岡山市瀬戸町健康福祉の館条例（平成１８年市条例第１０８号）の項の次に次のよ

うに加える。 

岡山市障害者生活支援センター条例（平成１８年市条例第１１３号） 

 別表に次のように加える。 

岡山市たけべ八幡温泉条例（平成２６年市条例第５８号） 

   附 則 

 この条例は，平成２７年４月１日から施行する。ただし，別表岡山市瀬戸町健康福祉の

館条例（平成１８年市条例第１０８号）の項の次に１項を加える改正規定は，公布の日か

ら施行する。 

提案理由 

 岡山市障害者生活支援センター条例及び岡山市たけべ八幡温泉条例を適用の対象に加え

るため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ２ ７ 号 議 案 

   岡山市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 （岡山市個人情報保護条例の一部を改正する条例） 

第１条 岡山市個人情報保護条例（平成１２年市条例第３４号）の一部を次のように改正

する。 

  第２条中第５号を第７号とし，第４号の次に次の２号を加える。 

(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）第２条第８項に規

定する特定個人情報をいう。 

  (6) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し，又は取得した特定個人情報

であって，当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして，当該実施機関の公

文書に記録されているものをいう。 

第６条第１項中「個人情報」の次に「（個人情報に該当しない特定個人情報を含む。

次条及び第２０条において同じ。）」を加える。 

第９条第１項中「の利用（以下「目的外利用」という。）を」を「を利用」に改め，

同項第２号及び第３号中「目的外利用」を「目的外に利用」に改め，同条第２項中「の

提供（以下「外部提供」という。）を」を「（保有特定個人情報を除く。以下この項に

おいて同じ。）を提供」に改め，同項第２号及び第３号中「外部提供を」を「外部に提

供」に改め，同条第３項中「目的外」及び「外部」を削り，同条の次に次の１条を加え

る。 



（保有特定個人情報の外部提供の規制） 

第９条の２ 実施機関は，番号法第１９条各号のいずれかに該当する場合を除き，当該

実施機関を超えて保有特定個人情報を提供してはならない。 

第１３条中「目的外利用又は外部提供」を「目的外の利用又は外部への提供」に改め

る。 

第１６条の次に次の１条を加える。 

（保有個人情報の提供先への通知） 

第１６条の２ 実施機関は，保有個人情報の記録の訂正を実施した場合において，必要

があると認めるときは，当該保有個人情報の提供先に対し，遅滞なく，その旨を書面

により通知するものとする。 

  第２４条及び第２４条の２中「第２条第５号ア」を「第２条第７号ア」に改める。 

第２条 岡山市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。 

  第９条第１項中「保有個人情報の」を「保有個人情報（保有特定個人情報を除く。以

下この条において同じ。）の」に改め，同条第２項中「（保有特定個人情報を除く。以

下この項において同じ。）」を削る。 

  第９条の２を第９条の３とし，第９条の次に次の１条を加える。 

（保有特定個人情報の目的外利用の規制） 

第９条の２ 実施機関は，登録業務の目的の範囲を超えて保有特定個人情報を利用して

はならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，実施機関は，人の生命，身体又は財産の保護のために必

要がある場合であって，本人の同意があり，又は本人の同意を得ることが困難である

ときは，保有特定個人情報を当該実施機関自ら利用することができる。 

第１１条第１項中「保有個人情報」の次に「（保有個人情報に該当しない保有特定個

人情報を含む。以下第２５条及び第２７条を除き同じ。）」を加え，同条第２項中「法

定代理人」の次に「（保有特定個人情報にあっては，未成年者若しくは成年被後見人の

法定代理人又は本人の委任による代理人）」を，「以下」の次に「これらを」を加える。 

第１２条第２項を次のように改める。 

２ 何人も，実施機関に対し，自己に係る保有個人情報が，次の各号のいずれかに該当



すると認めるときは，当該保有個人情報の記録の削除を請求することができる。 

(1) 第６条の規定による保管等の制限を超え，又は第８条第１項若しくは第２項の規 

定によらないで自己に係る個人情報が収集されたとき。 

(2) 第９条第１項又は第９条の２第１項若しくは第２項の規定に違反して利用されて 

いるとき。 

(3) 番号法第２０条の規定に違反して収集され，又は保管されているとき。 

(4) 番号法第２８条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル（番号法第２ 

条第９項に規定する特定個人情報ファイルをいう。次条第１項第５号において同

じ。）に記録されているとき。 

第１２条第３項中「本人」を「，本人」に改める。 

第１３条を次のように改める。 

  （目的外利用等の中止の請求） 

第１３条 何人も，実施機関に対し，自己に係る保有個人情報が，次の各号のいずれか

に該当すると認めるときは，当該保有個人情報の目的外の利用又は外部への提供（以

下「目的外利用等」という。）の中止を請求することができる。 

(1) 第６条の規定による保管等の制限を超え，又は第８条第１項若しくは第２項の規 

定によらないで自己に係る個人情報が収集されたとき。 

   (2) 第９条第１項又は第９条の２第１項若しくは第２項の規定に違反して利用されて

いるとき。 

(3) 第９条第２項又は第９条の３の規定に違反して提供されているとき。 

(4) 番号法第２０条の規定に違反して収集され，又は保管されているとき。 

(5) 番号法第２８条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されて

いるとき。 

２ 前項の規定にかかわらず，特別利害関係人は，本人に代わって目的外利用等の中止

の請求をすることができる。 

第１４条第１項中「若しくはその法定代理人」を削る。 

 第２２条第１項中「訂正等」の次に「（保有特定個人情報の開示を除く。）」を加え

る。 



第３条 岡山市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。 

  第２条中第７号を第８号とし，第６号を第７号とし，第５号の次に次の１号を加える。 

(6) 情報提供等記録 番号法第２３条第１項及び第２項に規定する記録に記録された

特定個人情報をいう。 

  第９条の２第２項中「保有特定個人情報」の次に「（情報提供等記録を除く。）」を

加える。 

  第１２条第２項中「係る保有個人情報」の次に「（情報提供等記録を除く。以下この

項及び次条において同じ。）」を加える。 

  第１４条第１項中「中止（」の次に「情報提供等記録にあっては，開示又は訂正に限

る。」を加える。 

  第１６条の２中「提供先」の次に「（情報提供等記録にあっては，総務大臣及び番号

法第１９条第７号に規定する情報照会者又は情報提供者（当該訂正に係る番号法第２３

条第１項及び第２項に規定する記録に記録された者であって，当該実施機関以外のもの

に限る。））」を加える。 

第２４条及び第２４条の２中「第２条第７号ア」を「第２条第８号ア」に改める。 

   附 則 

 この条例は，行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）の施行の日から施行する。ただし，

次の各号に掲げる規定は，それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第２条の規定 番号法附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日 

 (2) 第３条の規定 番号法附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日 

提案理由 

 本市が保有する特定個人情報について，番号法の趣旨にのっとった適正な取扱いを確保

するため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ２ ８ 号 議 案 

   岡山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 岡山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例を次のように

制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例 

 岡山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年市条例第２３号）の一

部を次のように改正する。 

 第３条中第９号を第１０号とし，第５号から第８号までを１号ずつ繰り下げ，第４号の

次に次の１号を加える。 

 (5) 職員の休業の状況 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

提案理由 

 地方公務員法の一部改正に伴い，任命権者の報告事項に職員の休業の状況を加えるため，

本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ２ ９ 号 議 案 

   岡山市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について 

 岡山市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例を次のように制定するものとす

る。 

平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

岡山市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２３条第１

項の規定により，市長は，次に掲げる教育に関する事務を管理し，及び執行する。 

(1) スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く。）。 

(2) 文化に関すること（文化財の保護に関することを除く。）。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

 （岡山市スポーツ推進審議会条例の一部改正） 

２ 岡山市スポーツ推進審議会条例（昭和３７年市条例第４５号）の一部を次のように改

正する。 

  第４条第１項中「岡山市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「市長」に

改め，同項第４号中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  第５条第２項及び第８条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

 （岡山市民プール条例の一部改正） 

３ 岡山市民プール条例（平成１７年市条例第１００号）の一部を次のように改正する。 

  第４条中「岡山市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「市長」に改め，

同条第３号中「教育委員会」を「市長」に改める。 



  第５条第１項中「教育委員会規則」を「規則」に，「教育委員会に」を「市長に」に

改め，同条第２項及び第３項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  第６条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第７条中「教育委員会に」を「市長に」に改め，同条第４号中「教育委員会規則」を

「規則」に改める。 

  第８条第１項及び第２項，第９条，第１１条第１項，第１２条第２項並びに第１５条

第１項及び第２項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第１６条中「教育委員会は」を「市長は」に改め，同条第４号中「教育委員会規則」

を「規則」に改める。 

第１７条及び第１８条第３号中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  第２１条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

  別表第１項第１号の表備考２中「教育委員会」を「市長」に改め，同項第２号の表備

考中「教育委員会」を「市長」に改める。 

 （岡山市社会体育施設条例の一部改正） 

４ 岡山市社会体育施設条例（平成７年市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  第２条の２中「岡山市教育委員会（以下「委員会」という。）」を「市長」に改め，

同条第３号中「委員会」を「市長」に改める。 

  第２条の３第１項中「教育委員会規則」を「規則」に，「委員会に」を「市長に」に

改める。 

第２条の３第２項，第３項及び第４項中「委員会」を「市長」に改める。 

  第２条の４中「委員会」を「市長」に改める。 

第２条の５中「委員会に」を「市長に」に改め，同条第４号中「教育委員会規則」を

「規則」に改める。 

  第３条第１項中「岡山市教育委員会（以下「委員会」という。）」を「市長」に改め，

同条第２項中「委員会」を「市長」に改める。 

  第４条，第６条第１号，第７条第１項，第８条の２第２項，第１１条，第１１条の２，

第１２条第１項，第１３条及び第１４条中「委員会」を「市長」に改める。 

 （経過措置） 



５ この条例の施行前にこの条例による改正前の岡山市スポーツ推進審議会条例，岡山市

民プール条例及び岡山市社会体育施設条例の規定に基づきなされた処分，手続その他の

行為は，この条例による改正後の岡山市スポーツ推進審議会条例，岡山市民プール条例

及び岡山市社会体育施設条例の相当規定によりなされた処分，手続その他の行為とみな

す。 

提案理由 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条第１項の規定に基づき，スポーツ及

び文化に関する事務を市長が管理し，及び執行するため，本条例を制定しようとするもの

である。 



甲 第 ３ ０ 号 議 案 

   岡山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 

を改正する条例の制定について 

 岡山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する 

条例を次のように制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大 森 雅 夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 

を改正する条例 

 岡山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市条

例第７７号）の一部を次のように改正する。 

第４６条第１２項中「若しくは指定介護予防サービス等基準第９７条第１項に規定する

指定介護予防通所介護事業所」を削り，同条第１４項中「指定複合型サービス事業所」を

「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め，同条に次の１項を加える。 

１５ 第１項第２号の医師及び同項第７号の調理員，事務員その他の職員の数は，サテラ 

イト型居住施設の本体施設である地域密着型特別養護老人ホームであって，当該サテラ 

イト型居住施設に医師又は調理員，事務員その他の職員を置かない場合にあっては，当 

該地域密着型特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者 

の数の合計数を基礎として算出しなければならない。 

   附 則 

１ この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

２ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関す 

る法律（平成２６年法律第８３号。以下「整備法」という。）附則第１１条又は第１４

条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第５条の規定（整備法



附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法（平成９年法

律第１２３号。以下「旧法」という。）第５３条第１項に規定する指定介護予防サービ

スに該当する旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護又は旧法第５４条第１

項第２号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第７項に規定

する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては，この条例による改

正前の岡山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第４６条第

１２項の規定は，なおその効力を有する。 

提案理由 

 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴い，所要の措置を講ずるため，

本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ １ 号 議 案 

   岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例 

岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２４年市条例第７９号）の一部を次のように改正する。 

第５１条第２項中「その家庭」を「障害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い，在

学し，若しくは在籍する保育所，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する幼稚

園，小学校若しくは特別支援学校若しくは就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的

な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こど

も園その他児童が集団生活を営む施設」に改め，「応じ，」の次に「助言その他の」を加

える。 

第６０条の２を次のように改める。 

（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例） 

第６０条の２ 次に掲げる要件を満たす指定小規模多機能型居宅介護事業者（岡山市指定

地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２

４年市条例第８６号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。）第８４条第

１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）又は指定看護小規模多機

能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第１９３条第１項に規定する指



定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）が地域において児童発達支援が提供さ

れていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小規模

多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準条例第８３条に規定する指定小規模多

機能型居宅介護をいう。）又は指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サー

ビス基準条例第１９２条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。）のうち

通いサービス（指定地域密着型サービス基準条例第８４条第１項又は第１９３条第１項

に規定する通いサービスをいう。以下同じ。）を提供する場合には，当該通いサービス

を基準該当児童発達支援と，当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業

所（指定地域密着型サービス基準条例第８４条第１項に規定する指定小規模多機能型居

宅介護事業所をいう。）又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型

サービス基準条例第１９３条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

をいう。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）を基準該当児童

発達支援事業所とみなす。この場合において，この節（第５８条（第２３条第２項，第

３項，第５項及び第６項の規定を準用する部分に限る。）を除く。）の規定は，当該指

定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。 

(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員（当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所等の登録者（指定地域密着型サービス基準条例第８４条第１項又は第１

９３条第１項に規定する登録者をいう。）の数と指定障害福祉サービス基準条例第９

７条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス，この条の規定により

基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第８０条において準用する

この条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービス又は厚

生労働省関係構造改革特別区域法第３４条に規定する政令等規制事業に係る省令の特

例に関する措置を定める省令（平成１５年厚生労働省令第１３２号。以下「特区省

令」という。）第４条第１項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを利用

するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害

児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。）を２９人（サテライト型

指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第８４条第７

項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）



にあっては，１８人）以下とすること。 

(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員（当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と指定障害福祉サービス

基準条例第９７条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス，この条

の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第８０条にお

いて準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサ

ービス又は特区省令第４条第１項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを

受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限をいう。以下同じ。）を登

録定員の２分の１から１５人（登録定員が２５人を超える指定小規模多機能型居宅介

護事業所等にあっては，登録定員に応じて，次の表に定める利用定員，サテライト型

指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，１２人）までの範囲内とすること。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂（指定地域密着型サービ

ス基準条例第８８条第２項第１号又は第１９７条第２項第１号に規定する居間及び食

堂をいう。）は，機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 

(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が，当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数

及び指定障害福祉サービス基準条例第９７条の規定により基準該当生活介護とみなさ

れる通いサービス，この条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサー

ビス若しくは第８０条において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサ

ービスとみなされる通いサービス又は特区省令第４条第１項の規定により自立訓練と

みなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合に

おける指定地域密着型サービス基準条例第８４条又は第１９３条に規定する基準を満

たしていること。 

(5) この条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービスを受ける障害



児に対して適切なサービスを提供するため，障害児入所施設その他の関係施設から必

要な技術的支援を受けていること。 

第７２条中第５項を第６項とし，第４項を第５項とし，同条第３項中「前項」を「第２

項」に改め，同項を同条第４項とし，同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定にかかわらず，主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサ

ービス事業所に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

(1) 嘱託医 １以上 

(2) 看護師 １以上 

(3) 児童指導員又は保育士 １以上 

(4) 機能訓練担当職員 １以上 

(5) 児童発達支援管理責任者 １以上 

第７５条に次のただし書を加える。 

ただし，主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所にあっ

ては，利用定員を５人以上とすることができる。 

第７７条中「第３４条から第３６条まで，第３８条から第４５条まで」を「第３４条か

ら第４５条まで」に，「，第５２条から第５４条まで及び第６９条」を「及び第５２条か

ら第５４条まで」に，「第７７条において準用する第６９条」を「第７７条において準用

する第３７条」に改め，「，第６９条第６号中「実施地域（当該指定医療型児童発達支援

事業所が通常時に指定医療型児童発達支援を提供する地域をいう。）」とあるのは「実施

地域」と」を削る。 

第７９条の次に次の１条を加える。 

（利用定員） 

第７９条の２ 基準該当放課後等デイサービス事業所は，その利用定員を１０人以上とす

る。 

第８０条中「第３４条から第３６条まで，第３８条から第４５条まで」を「第３４条か

ら第４５条まで」に，「第６９条，第７１条，第７５条」を「第７１条」に，「第８０条

において準用する第６９条」を「第８０条において準用する第３７条」に改める。 

第８９条第１項中「第７２条第１項から第３項まで」を「第７２条第１項，第２項及び



第４項」に，「同条第３項」を「同条第４項」に改め，同条第２項中「第７２条第４項」

を「第７２条第５項」に改める。 

附 則 

 この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

提案理由 

 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準の一部改

正に伴い，所要の措置を講ずるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ２ 号 議 案 

   岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等 

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森 雅 夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等 

を定める条例の一部を改正する条例 

岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条 

例（平成２４年市条例第８１号）の一部を次のように改正する。 

第９７条を次のように改める。 

（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例） 

第９７条 次に掲げる要件を満たす指定小規模多機能型居宅介護事業者（岡山市指定地域

密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年

市条例第８６号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。）第８４条第１項

に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。第１１１条第１号において同

じ。）又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例

第１９３条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。第１１１

条第１号において同じ。）が地域において生活介護が提供されていないこと等により生

活介護を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護（指定地域密

着型サービス基準条例第８３条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。第１１

１条第１号において同じ。）又は指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サ

ービス基準条例第１９２条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。第１１



１条第１号において同じ。）のうち通いサービス（指定地域密着型サービス基準条例第

８４条第１項又は第１９３条第１項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。）を提

供する場合には，当該通いサービスを基準該当生活介護と，当該通いサービスを行う指

定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第８４条第１項に

規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又は指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第１９３条第１項に規定する指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所 

等」という。）を基準該当生活介護事業所とみなす。この場合において，前条の規定は，

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。 

(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員（当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所等の登録者（指定地域密着型サービス基準条例第８４条第１項又は第１

９３条第１項に規定する登録者をいう。）の数とこの条の規定により基準該当生活介

護とみなされる通いサービス，指定通所支援基準条例第６０条の２の規定により基準

該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第８０条

において準用する指定通所支援基準条例第６０条の２の規定により基準該当放課後等

デイサービスとみなされる通いサービス又は厚生労働省関係構造改革特別区域法第３

４条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令（平成１

５年厚生労働省令第１３２号。以下「特区省令」という。）第４条第１項の規定によ

り自立訓練とみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この

条において同じ。）を２９人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所（指

定地域密着型サービス基準条例第８４条第７項に規定するサテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）にあっては，１８人）以下とすること。 

(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員（当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基

準該当生活介護とみなされる通いサービス，指定通所支援基準条例第６０条の２の規

定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準

条例第８０条において準用する指定通所支援基準条例第６０条の２の規定により基準



該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービス又は特区省令第４条第１項の規

定により自立訓練とみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数

の１日当たりの上限をいう。以下同じ。）を登録定員の２分の１から１５人（登録定

員が２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては，登録定員に応

じて，次の表に定める利用定員，サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に

あっては，１２人）までの範囲内とすること。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂（指定地域密着型サービ

ス基準条例第８８条第２項第１号又は第１９７条第２項第１号に規定する居間及び食

堂をいう。）は，機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 

(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が，当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数

及びこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス，指定通所支援

基準条例第６０条の２の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス

若しくは指定通所支援基準条例第８０条において準用する指定通所支援基準条例第６

０条の２の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービス又は

特区省令第４条第１項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを受ける障害

者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準条

例第８４条又は第１９３条に規定する基準を満たしていること。 

(5) この条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービスを受ける障害者に

対して適切なサービスを提供するため，指定生活介護事業所その他の関係施設から必

要な技術的支援を受けていること。 

第１１１条の見出し中「指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「指定小規模多機能型

居宅介護事業所等」に改め，同条第１号中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」の次に

「又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」を加え，「当該指定小規模多機能型居宅



介護事業所」を「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め，「対して指定小規

模多機能型居宅介護」の次に「又は指定看護小規模多機能型居宅介護」を，「第８４条第

５項」の次に「又は第１９３条第６項」を加え，同条第２号中「当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所」を「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め，「９人」の次

に「（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，６人）」を加え，同

条第３号中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所等」に改め，「第８８条第２項第２号ウ」の次に「又は第１９７条第２項第２

号ウ」を加える。 

附則第３条を次のように改める。 

（地域移行支援型ホームの特例） 

第３条 次の各号のいずれにも該当するものとして市長が認めた場合においては，平成３

７年３月３１日までの間，第２００条第１項（第２０３条の６において準用する場合を

含む。）の規定にかかわらず，病院の敷地内の建物を共同生活住居とする指定共同生活

援助の事業又は外部サービス利用型指定共同生活援助の事業（以下「指定共同生活援助

の事業等」という。）を行うことができる。 

(1) 岡山県又は当該共同生活住居の所在地を含む区域（法第８９条第２項第２号の規定

により都道府県が定める区域をいう。以下この号において同じ。）における指定共同

生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助（以下「指定共同生活援助等」と

いう。）の量が事業を開始する時点において，法第８９条第１項に規定する都道府県

障害福祉計画において定める岡山県又は当該区域の指定共同生活援助等の必要な量に

満たない岡山県又は区域内において事業を行うものであること。 

(2) 当該病院の精神病床の減少を伴うものであること。 

２ 前項の規定により指定共同生活援助の事業等を行う事業所（以下「地域移行支援型ホ

ーム」という。）における指定共同生活援助の事業等については，第２００条第２項中

「４人以上」とあるのは，「４人以上３０人以下」とする。 

附則第３条の次に次の１条を加える。 

（地域移行支援型ホームにおける共同生活住居の構造等） 

第３条の２ 地域移行支援型ホームにおいて指定共同生活援助の事業等を行う者（以下 



「地域移行支援型ホーム事業者」という。）が設置する共同生活住居の構造及び設備は，

その入居者の生活の独立性を確保するものでなければならない。 

附則第４条の見出し中「地域移行型ホーム」を「地域移行支援型ホーム」に改め，同条

中「地域移行型ホームにおいて指定共同生活援助の事業等を行う者（以下「地域移行型ホ

ーム事業者」という。）」を「地域移行支援型ホーム事業者」に改める。 

附則第５条の見出し中「地域移行型ホーム」を「地域移行支援型ホーム」に改め，同条

中「地域移行型ホーム事業者」を「地域移行支援型ホーム事業者」に，「地域移行型ホー

ム以外」を「地域移行支援型ホーム以外」に改める。 

附則第６条の見出し中「地域移行型ホーム」を「地域移行支援型ホーム」に改め，同条

中「地域移行型ホーム」を「地域移行支援型ホーム」に改め，「入所施設又は」を削る。 

附則第７条の見出し中「地域移行型ホーム」を「地域移行支援型ホーム」に改め，同条

中「地域移行型ホーム事業者」を「地域移行支援型ホーム事業者」に改め，「報告し，」

の次に「地域移行推進協議会から」を加え，同条に次の１項を加える。 

２ 地域移行支援型ホーム事業者は，法第８９条の３第１項に規定する協議会その他市長

がこれに準ずるものとして特に認めるもの（以下「協議会等」という。）に対して定期

的に地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業等の実施状況等を報告し，

協議会等による評価を受けるとともに，協議会等から必要な要望，助言等を聴く機会を

設けなければならない。 

附則第１４条第１項及び第２項中「平成２７年３月３１日」を「平成３０年３月３１

日」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に指定を受けているこの条例による改正前の岡山市指定障害福

祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例附則第４条に規

定する地域移行型ホーム事業者については，この条例による改正後の岡山市指定障害福

祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例附則第３条から



第７条までの規定にかかわらず，なお従前の例による。 

提案理由 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ

ービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い，所要の措置を講ず

るため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ３ 号 議 案 

   岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定 

める条例の一部を改正する条例 

岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例 

（平成２４年市条例第８５号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「（当該指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者（岡山市指

定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第

９０号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）第５条第１項に規定する指

定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，指定訪問介

護の事業と指定介護予防訪問介護（指定介護予防サービス等基準条例第４条に規定する指

定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合にあっては，当該事業所における指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護

の利用者。以下この条において同じ。）」を「（当該指定訪問介護事業者が法第１１５条

の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（地域における医療及び介護の総合的な

確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）第５条

による改正前の法（以下「旧法」という。）第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介

護に相当するものとして市長が定めるものに限る。）に係る法第１１５条の４５の３第１



項に規定する指定事業者（以下「指定事業者」という。）の指定を併せて受け，かつ，指

定訪問介護の事業と当該第１号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合にあっては，当該事業所における指定訪問介護又は当該第１号訪問事業の利用者。

以下この条において同じ。）」に改め，同条第５項中「指定介護予防訪問介護事業者」を

「第２項に規定する第１号訪問事業に係る指定事業者」に，「指定介護予防訪問介護の事

業」を「当該第１号訪問事業」に，「指定介護予防サービス等基準条例第５条第１項から

第４項までに規定する人員に関する基準」を「市長の定める当該第１号訪問事業の人員に

関する基準」に改め，同項を同条第６項とし，同条第４項の次に次の１項を加える。 

５  第２項の規定にかかわらず，常勤のサービス提供責任者を３人以上配置し，かつ，サ

ービス提供責任者の業務に主として従事する者を１人以上配置している指定訪問介護事

業所において，サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては，

当該指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は，利用者の数が５０又

はその端数を増すごとに１人以上とすることができる。 

第７条第２項中「指定介護予防訪問介護事業者」を「第５条第２項に規定する第１号訪

問事業に係る指定事業者」に，「指定介護予防訪問介護の事業」を「当該第１号訪問事 

業」に，「指定介護予防サービス等基準条例第７条第１項に規定する設備に関する基準」

を「市長の定める当該第１号訪問事業の設備に関する基準」に改める。 

第１３条中「平成２６年市条例第３１号」の次に「。以下「指定居宅介護支援等基準条

例」という。」を加える。 

第４３条第３項中「基準該当介護予防訪問介護（指定介護予防サービス等基準条例第４

３条第１項に規定する基準該当介護予防訪問介護をいう。以下同じ。）の事業」を「法第

１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（旧法第８条の２第２項に規定

する介護予防訪問介護及び基準該当介護予防サービス（法第５４条第１項第２号に規定す

る基準該当介護予防サービスをいう。以下同じ。）に相当するものとして市長が定めるも

のに限る。）」に，「同項及び同条第２項に規定する人員に関する基準」を「市長の定め

る当該第１号訪問事業の人員に関する基準」に改める。 

第４５条第２項中「基準該当介護予防訪問介護の事業」を「第４３条第３項に規定する

第１号訪問事業」に，「指定介護予防サービス等基準条例第４５条第１項に規定する設備



に関する基準」を「市長の定める当該第１号訪問事業の設備に関する基準」に改める。 

 第４９条第３項中「（指定介護予防サービス等基準条例第４９条第１項」を「（岡山市

指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例

第９０号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）第４９条第１項」に改め

る。 

 第６５条中「維持回復」の次に「及び生活機能の維持又は向上」を加える。 

第６６条第５項中「第１９３条第１項」を「第１９３条第１０項」に，「指定複合型サ

ービス（指定地域密着型サービス基準条例第１９２条に規定する指定複合型サービスをい

う。）」を「指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準条例第１９

２条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。）」に改める。 

 第８２条中「営むことができるよう」の次に「生活機能の維持又は向上を目指し」を加

える。 

第８７条第１項に次の１号を加える。 

(5) 指定訪問リハビリテーション事業者は，リハビリテーション会議（次条第１項に規

定する訪問リハビリテーション計画又は第１４３条第１項に規定する通所リハビリテ

ーション計画の作成のために，利用者及びその家族の参加を基本としつつ，医師，理

学療法士，作業療法士，言語聴覚士，介護支援専門員，居宅サービス計画の原案に位

置付けた指定居宅サービス等（法第８条第２３項に規定する指定居宅サービス等をい

う。）の担当者その他の関係者（以下「構成員」という。）により構成される会議を

いう。以下同じ。）の開催により，リハビリテーションに関する専門的な見地から利

用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め，利用者に対し，適切なサー

ビスを提供すること。 

第８８条に次の１項を加える。 

５ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者（第１３９

条第１項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。）の指定を併せて受け，

かつ，リハビリテーション会議の開催等を通じて，利用者の病状，心身の状況，希望及

びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し，訪問リハビリテーション及び



通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容に

ついて整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合については，第１４

３条第１項から第４項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって，前各項

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第１０１条中「営むことができるよう」の次に「生活機能の維持又は向上を目指し」を

加える。 

 第１０２条第１項第３号中「指定介護予防通所介護事業者（指定介護予防サービス等基

準条例第９９条第１項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。）」を

「法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業（旧法第８条の２第７項

に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市長が定めるものに限る。）に係る指

定事業者」に，「指定介護予防通所介護（指定介護予防サービス等基準条例第９８条に規

定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。）の事業」を「当該第１号通所事業」に，

「指定介護予防通所介護の」を「当該第１号通所事業の」に改め，同条第９項中「指定介

護予防通所介護事業者」を「第１項第３号に規定する第１号通所事業に係る指定事業者」

に，「指定介護予防通所介護の事業」を「当該第１号通所事業」に，「指定介護予防サー

ビス等基準条例第９９条第１項から第８項までに規定する人員に関する基準」を「市長の

定める当該第１号通所事業の人員に関する基準」に改める。 

第１０４条第４項中「指定介護予防通所介護事業者」を「第１０２条第１項第３号に規 

定する第１号通所事業に係る指定事業者」に，「指定介護予防通所介護の事業」を「当該

第１号通所事業」に，「指定介護予防サービス等基準条例第１０１条第１項から第３項ま

でに規定する設備に関する基準」を「市長の定める当該第１号通所事業の設備に関する基

準」に，「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め，同項を同条第５項とし，同条第

３項の次に次の１項を加える。 

４ 前項ただし書の場合（指定通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し，夜間及び

深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には，当該サービスの

内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定通所介護事業者に係る指定を行った市

長に届け出るものとする。 

第１１３条の次に次の１条を加える。 



 （事故発生時の対応） 

第１１３条の２ 指定通所介護事業者は，利用者に対する指定通所介護の提供により事故

が発生した場合は，市町村，当該利用者の家族，当該利用者に係る居宅介護支援事業者

等に連絡を行うとともに，必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録

しなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は，利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が

発生した場合は，損害賠償を速やかに行わなければならない。 

４ 指定通所介護事業者は，第１０４条第４項の指定通所介護以外のサービスの提供によ

り事故が発生した場合は，第１項及び第２項の規定に準じた必要な措置を講じなければ

ならない。 

第１１４条第２項第７号中「次条において準用する第４０条第２項」を「前条第２項」

に改める。 

第１１５条中「第３４条から第４１条まで」を「第３４条から第３９条まで，第４１

条」に改める。 

 第１１７条第１項中「営むことができるよう」の次に「生活機能の維持又は向上を目指

し」を加える。 

 第１２１条に次の１項を加える。 

４ 前項ただし書の場合（指定療養通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し，夜間

及び深夜に指定療養通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には，当該サー

ビスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定療養通所介護事業者に係る指定を

行った市長に届け出るものとする。 

 第１３２条第２項第７号中「第４０条第２項」を「第１１３条の２第２項」に改める。 

第１３３条中「第３４条から第４１条まで」を「第３４条から第３９条まで，第４１ 

条」に，「第１１０条から第１１３条まで」を「第１１０条から第１１３条の２まで」に，

「療養通所介護従業者」と読み替える」を「療養通所介護従業者」と，第１１３条の２第

４項中「第１０４条第４項」とあるのは「第１２１条第４項」と読み替える」に改める。 

第１３４条第１項第３号中「基準該当介護予防通所介護（指定介護予防サービス等基準



条例第１１５条第１項に規定する基準該当介護予防通所介護をいう。以下同じ。」を「法

第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業（旧法第８条の２第７項に規

定する介護予防通所介護及び基準該当介護予防サービスに相当するものとして市長が定め

るものに限る。」に，「基準該当介護予防通所介護の」を「当該第１号通所事業の」に改

め，同条第８項中「基準該当介護予防通所介護の事業」を「第１項第３号に規定する第１

号通所事業」に，「指定介護予防サービス等基準条例第１１５条第１項から第７項までに

規定する人員に関する基準」を「市長の定める当該第１号通所事業の人員に関する基準」

に改める。 

第１３６条第４項中「基準該当介護予防通所介護の事業」を「第１３４条第１項第３号

に規定する第１号通所事業」に，「指定介護予防サービス等基準条例第１１７条第１項か

ら第３項までに規定する設備に関する基準」を「市長の定める当該第１号通所事業の設備

に関する基準」に改める。 

第１３７条中「第３９条から第４１条まで」を「第３９条，第４１条」に，「同項第４

号から第７号まで」を「同項第４号から第６号まで」に改め，「第１３７条」と」の次に

「，同項第７号中「前条第２項」とあるのは「第１３７条において準用する第１１３条の

２第２項」と」を加える。 

 第１３８条中「営むことができるよう」の次に「生活機能の維持又は向上を目指し」を

加える。 

第１４２条第１項に次の１号を加える。 

  (6) 指定通所リハビリテーション事業者は，リハビリテーション会議の開催により，リ

ハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と

共有するよう努め，利用者に対し，適切なサービスを提供すること。 

第１４３条に次の１項を加える。 

６ 指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併

せて受け，かつ，リハビリテーション会議（医師が参加した場合に限る。）の開催等を

通じて，利用者の病状，心身の状況，希望及びその置かれている環境に関する情報を構

成員と共有し，訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目

標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた通所リハビリテーシ



ョン計画を作成した場合については，第８８条第１項から第４項までに規定する運営に

関する基準を満たすことをもって，第１項から第４項までに規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 

 第１６７条に次の１項を加える。 

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情により，指定居宅介護支援事業所（指定居宅介

護支援等基準条例第５条第１項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。）の介護支

援専門員が，緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し，居宅

サービス計画において位置付けられていない指定短期入所生活介護を提供する場合であ

って，当該利用者及び他の利用者等の処遇に支障がない場合にあっては，前項の規定に

かかわらず，前項各号に掲げる利用者数を超えて，静養室において指定短期入所生活介

護を行うことができるものとする。 

 第１８４条中「若しくは指定認知症対応型通所介護事業所」を「，指定認知症対応型通

所介護事業所」に改め，「指定認知症対応型通所介護事業所をいう。）」の次に「若しく

は指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第８４条第１項

に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）」を加える。 

 第１９０条中「「看護職員」と」の次に「，第１６７条第２項中「静養室」とあるのは

「静養室等」と」を加える。 

 第１９３条第１項第４号ア中「平方メートル」の次に「以上」を加える。 

第２１９条第３項を削る。 

 第２２０条第２項第２号ア中「，利用者」の次に「の数」を加え，「のうち要介護認定

等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成１１年厚生省令

第５８号。以下「認定省令」という。）第２条第１項第２号に規定する要支援状態区分に

該当する者の数」を「の数に１０分の３を乗じて得た数の合計数」に改め，「並びに介護

予防サービスの利用者のうち認定省令第２条第１項第１号に規定する要支援状態区分に該

当する者の数が１０又はその端数を増すごとに１」を削る。 

 第２２５条を次のように改める。 

第２２５条 削除 

第２３８条第２項中第２号を削り，第３号を第２号とし，第４号から第１０号までを１



号ずつ繰り上げる。 

第２４９条第２項中第７号を削り，第８号を第７号とし，第９号から第１２号までを１

号ずつ繰り上げる。 

第２５０条中「第２２４条から第２２９条まで」を「第２２４条，第２２６条から第２

２９条まで」に改める。 

第２６０条の見出しを「（適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及

び技能の向上等）」に改め，同条に次の１項を加える。 

３ 福祉用具専門相談員は，常に自己研鑚
さん

に励み，指定福祉用具貸与の目的を達成するた

めに必要な知識及び技能の修得，維持及び向上に努めなければならない。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

 （介護予防訪問介護に関する経過措置） 

第２条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「整備法」という。）附則第１１条又は第

１４条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第５条の規定（整

備法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法（平成９

年法律第１２３号。以下「旧法」という。）第５３条第１項に規定する指定介護予防サ

ービスに該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護又は旧法第５４条

第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第２項に

規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービスについては，この条例によ

る改正前の岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定

める条例（以下「旧指定居宅サービス等基準条例」という。）第５条第２項及び第５項，

第７条第２項，第４３条第３項並びに第４５条第２項の規定は，なおその効力を有する。

（介護予防通所介護に関する経過措置） 

第３条 旧法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第８条の２

第７項に規定する介護予防通所介護又は旧法第５４条第１項第２号に規定する基準該当

介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護若しく



はこれに相当するサービスについては，旧指定居宅サービス等基準条例第１０２条第１

項第３号及び第９項，第１０４条第４項，第１３４条第１項第３号及び第８項並びに第

１３６条第４項の規定は，なおその効力を有する。

提案理由 

 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴い，所要の措置を講ずるため，

本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ４ 号 議 案 

   岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例 

 岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条

例（平成２４年市条例第８６号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に改める。 

 本則（第８５条第３項，第８６条，第１９３条第１０項，第１９４条第２項及び第１９ 

５条を除く。）中「複合型サービス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に， 

「複合型サービス報告書」を「看護小規模多機能型居宅介護報告書」に，「指定複合型サ

ービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に，「指定複合型サービス

事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に，「複合型サービス従業者」を

「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に改める。 

 第６条第２項中「又は岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並び

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を

定める条例（平成２４年市条例第９０号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」とい

う。）第５条第２項のサービス提供責任者」を削り，同条第５項中「指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所」の次に「の同一敷地内」を加え，「併設されている」を「あ

る」に改め，同項第５号中「第８４条第６項第１号」を「第８４条第６項」に改め，同項



第６号中「第８４条第６項第２号」を「第８４条第６項」に改め，同項第７号中「第８４

条第６項第３号」を「第８４条第６項」に改め，同条第１２項中「指定居宅サービス等基

準条例第６０条第１項第１号ア」を「指定居宅サービス等基準条例第６６条第４項」に改

める。 

 第２３条第２項中「行うとともに，定期的に外部の者による評価を受けて」を「行い」

に改める。 

 第３３条第２項ただし書中「又は指定夜間対応型訪問介護事業所」を「，指定夜間対応

型訪問介護事業所又は指定訪問看護事業所」に，「定期巡回サービス，随時対応サービス

又は随時訪問サービス」を「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」に改める。 

 第６２条中「営むことができるよう」の次に「生活機能の維持又は向上を目指し」を加

える。 

 第６５条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め，同項を同条第５項と

し，同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が第１項に掲

げる設備を利用し，夜間及び深夜に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護以外のサ

ービスを提供する場合に限る。）には，当該サービスの内容を当該サービスの提供の開

始前に当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者に係る指定を行った市長に

届け出るものとする。 

 第６７条第１項中「，指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」を「又は指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居（法第８条第１９項又は 

法第８条の２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに」に改め， 

「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「においては施設」を加え，同条第２項中 

「指定居宅サービスをいう」の次に「。以下同じ」を，「指定介護予防サービスをいう」

の次に「。以下同じ」を，「指定地域密着型介護予防サービスをいう」の次に「。以下同

じ」を，「介護保険施設」の次に「（法第８条第２４項に規定する介護保険施設をいう。

以下同じ。）」を加える。 

 第８０条の次に次の１条を加える。 

 （事故発生時の対応） 



第８０条の２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，利用者に対する指定認知症対応型通

所介護の提供により事故が発生した場合は，本市，当該利用者の家族，当該利用者に係

る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに，必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置

について記録しなければならない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は，利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提

供により賠償すべき事故が発生した場合は，損害賠償を速やかに行わなければならない。 

４ 指定認知症対応型通所介護事業者は，第６５条第４項の単独型・併設型指定認知症対

応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は，第１項及び第２項の

規定に準じた必要な措置を講じなければならない。 

 第８１条第２項第７号中「次条において準用する第４１条第２項」を「前条第２項」に

改める。 

 第８２条中「，第４１条」を削る。 

 第８４条第６項中「指定小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる 

施設等が併設されている」を「次の表の左欄に掲げる」に，「当該各号」を「同表の中 

欄」に改め，「ときは，」の次に「同表の右欄に掲げる」を加え，同項各号を削り，同項

に次の表を加える。 

当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所に中

欄に掲げる施設等のい

ずれかが併設されてい

る場合 

指定認知症対応型共同生活介護事業所，指定地

域密着型特定施設，指定地域密着型介護老人福

祉施設又は指定介護療養型医療施設（医療法第

７条第２項第４号に規定する療養病床を有する

診療所であるものに限る。） 

介護職員 

当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所の同

一敷地内に中欄に掲げ

る施設等のいずれかが

ある場合 

前項中欄に掲げる施設等，指定居宅サービスの

事業を行う事業所，指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所，指定認知症対応型通所介

護事業所，指定介護老人福祉施設又は介護老人

保健施設 

看護師又

は准看護

師 



 第８４条第１０項中「第６項各号」を「第６項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄」に改める。 

 第８５条第１項ただし書中「前条第６項各号」を「前条第６項の表の当該指定小規模多 

機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中 

欄」に，「若しくは同一敷地内の」を「，同一敷地内の」に改め，「を含む。）」の次に

「若しくは法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（同項

第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）」を加え，同条第３項中「指定複

合型サービス事業所」の次に「（第１９５条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。

次条において同じ。）」を加える。 

 第８７条第１項中「２５人」を「２９人」に改め，同条第２項第１号中「１５人（」の

次に「登録定員が２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，登録定

員に応じて，次の表に定める利用定員，」を加え，同号に次の表を加える。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

 第９３条第２項中「行うとともに，定期的に外部の者による評価を受けて」を「行い」

に改める。 

 第１０８条中「第８４条第６項各号」を「第８４条第６項」に改める。 

 第１１５条第１項に次のただし書を加える。 

  ただし，指定認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困難であることそ

の他地域の実情により指定認知症対応型共同生活介護事業所の効率的運営に必要と認め

られる場合は，一の事業所における共同生活住居の数を３とすることができる。 

 第１２３条中「地域密着型介護予防サービス」を「指定地域密着型介護予防サービス」

に改める。 

 第１３７条を次のように改める。 

第１３７条 削除 

 第１５０条第２項中第２号を削り，第３号を第２号とし，第４号から第１１号までを１



号ずつ繰り上げる。 

 第１５３条第４項中「指定介護老人福祉施設」の次に「，指定地域密着型介護老人福祉

施設（サテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。第８項第１ 

号及び第１７項，第１５４条第１項第６号並びに第１８２条第１項第３号において同 

じ。）」を加え，同条第８項第１号中「指定介護老人福祉施設」の次に「又は指定地域密

着型介護老人福祉施設」を加え，同条第１２項中「指定介護予防サービス等基準条例」を

「岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４

年市条例第９０号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）」に改め，同条

第１３項中「若しくは指定介護予防サービス等基準条例第９９条第１項に規定する指定介

護予防通所介護事業所」を削り，同条に次の１項を加える。 

１７ 第１項第１号の医師及び同項第６号の介護支援専門員の数は，サテライト型居住施

設の本体施設である指定地域密着型介護老人福祉施設であって，当該サテライト型居住

施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては，指定地域密着型介護老人福

祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として

算出しなければならない。この場合にあって，介護支援専門員の数は，同号の規定にか

かわらず，１以上（入所者の数が１００又はその端数を増すごとに１を標準とする。）

とする。 

 第１５４条第１項第６号ただし書中「指定介護老人福祉施設」の次に「又は指定地域密

着型介護老人福祉施設」を加える。 

 第１７８条第２項に次の１号を加える。 

(9) 次条において準用する第１０７条第２項に規定する報告，評価，要望，助言等の記 

 録 

 第１８２条第１項第３号ただし書中「指定介護老人福祉施設」の次に「又は指定地域密

着型介護老人福祉施設」を加える。 

 「第９章 複合型サービス」を「第９章 看護小規模多機能型居宅介護」に改める。 

 第１９２条中「（以下「指定複合型サービス」という。）」を「（施行規則第１７条の

１０に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。以下この章において「指定看護小規



模多機能型居宅介護」という。）」に改める。 

 第１９３条第１項中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護 

の」に，「指定複合型サービスを」を「指定看護小規模多機能型居宅介護を」に，「指定

複合型サービス事業を」を「指定看護小規模多機能型居宅介護を」に，「行う複合型サー

ビス」を「行う指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め，同条第６項中「行う指定複合

型サービス」を「行う指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め，同条第１０項中「指定

複合型サービス事業者が」を「指定複合型サービス事業者（指定地域密着型サービスに該

当する複合型サービス（以下「指定複合型サービス」という。）の事業を行う者をいう。

以下同じ。）が」に，「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護 

の」に改める。 

 第１９４条第２項中「指定複合型サービス事業所の管理者」を「前項の管理者」に改め

る。 

 第１９５条の見出し中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅

介護事業者」に改め，同条中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護事業者」に改め，「指定複合型サービス事業所」の次に「（指定複合型サービス

の事業を行う事業所をいう。）」を加える。 

 第１９６条第１項中「２５人」を「２９人」に改め，同条第２項第１号中「１５人」の

次に「（登録定員が２５人を超える指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，

登録定員に応じて，次の表に定める利用定員）」を加え，同号に次の表を加える。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

 第１９７条第１項及び第３項中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護の」に改める。 

 第１９８条の見出し及び同条第１項中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機

能型居宅介護」に改め，同条第２項中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機 

能型居宅介護の」に，「行うとともに，定期的に外部の者による評価を受けて」を「行 



い」に改める。 

 第１９９条の見出し中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」

に改め，同条中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に，

「指定複合型サービスは」を「指定看護小規模多機能型居宅介護は」に改める。 

 第２０２条第１項及び第２０３条第２項中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規

模多機能型居宅介護の」に改める。 

 第２０４条中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に，

「複合型サービスについて」を「看護小規模多機能型居宅介護について」に，「第８４条

第６項各号」を「第８４条第６項」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

 （介護予防訪問介護に関する経過措置） 

第２条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「整備法」という。）附則第１１条又は第

１４条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第５条の規定（整

備法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法（平成９

年法律第１２３号。以下「旧法」という。）第５３条第１項に規定する指定介護予防サ

ービスに該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護又は法第５４条第

１項第２号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第２項に規

定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービスについては，この条例の規定

による改正前の岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基

準等を定める条例（以下「旧地域密着型サービス基準条例」という。）第６条第２項の

規定は，なおその効力を有する。 

 （介護予防通所介護に関する経過措置） 

第３条 旧法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第８条の２

第７項に規定する介護予防通所介護又は法第５４条第１項第２号に規定する基準該当介

護予防サービスに該当する旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護若しくは



これに相当するサービスについては，旧地域密着型サービス基準条例第１５３条第１３

項の規定は，なおその効力を有する。 

提案理由 

 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴い，所要の措置を講ずるため，

本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ５ 号 議 案 

   岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を

改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条 

例の一部を改正する条例 

 岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成２

６年市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第３項中「地域ケア会議」を「法第１１５条の４８第１項に規定する会議（以下

「地域ケア会議」という。）」に改める。 

第１２条中「又は」を「及び」に，「若しくは」を「又は」に改める。 

第１６条中第２５号を第２６号とし，第１６号から第２４号までを１号ずつ繰り下げ，

同条第１５号中「第１１号」を「第１２号」に，「第１２号」を「第１３号」に改め，同

号を同条第１６号とし，同条中第１４号を第１５号とし，第１３号を第１４号とし，第１

２号を第１３号とし，第１１号の次に次の１号を加える。 

(12) 介護支援専門員は，居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に

対して，訪問介護計画（岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関

する基準等を定める条例（平成２４年市条例第８５号。以下「指定居宅サービス等基

準条例」という。）第２４条第１項に規定する訪問介護計画をいう。）等指定居宅サ

ービス等基準条例において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。 

第１６条に次の１号を加える。 



(27) 指定居宅介護支援事業者は，法第１１５条の４８第４項の規定に基づき，地域ケ 

ア会議から，同条第２項の検討を行うための資料又は情報の提供，意見の開陳その他 

必要な協力の求めがあった場合には，これに協力するよう努めなければならない。 

第３２条第２項第１号中「第１６条第１２号」を「第１６条第１３号」に改め，同項第

３号中「第１６条第１３号」を「第１６条第１４号」に改める。 

  附 則 

この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

提案理由 

 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴い，所要の措置を講ずるため，

本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ６ 号 議 案 

   岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定 

める条例の一部を改正する条例 

岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

（平成２４年市条例第８８号）の一部を次のように改正する。 

第５条第６項及び第７項中「若しくは作業療法士」を「，作業療法士若しくは言語聴覚 

士」に改める。 

第４６条第４項第２号ただし書を削る。 

附則第８条中「供することをいう。」の次に「次条及び附則第１０条において同じ。」

を加える。 

附 則 

この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

提案理由 

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴い，所要の措置を講ずるため，

本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ７ 号 議 案 

   岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改

正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例 

第１条  岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防 

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

（平成２４年市条例第９０号）の一部を次のように改正する。 

 第５条中第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ 第２項の規定にかかわらず，常勤のサービス提供責任者を３人以上配置し，かつ，

サービス提供責任者の業務に主として従事する者を１人以上配置している事業所にお

いて，サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては，当該

介護予防訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は，利用者の数が５０

又はその端数を増すごとに１人以上とすることができる。 

第１０１条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 前項ただし書の場合（指定介護予防通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し，

夜間及び深夜に指定介護予防通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には，



当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定介護予防通所介護の事

業者に係る指定を行った市長に届け出るものとする。 

第１０８条の次に次の１条を加える。 

（事故発生時の対応） 

第１０８条の２ 指定介護予防通所介護事業者は，利用者に対する指定介護予防通所介

護の提供により事故が発生した場合は，市町村，当該利用者の家族，当該利用者に係

る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに，必要な措置を講じなければならない。 

 ２ 指定介護予防通所介護事業者は，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置に

ついて記録しなければならない。 

３ 指定介護予防通所介護事業者は，利用者に対する指定介護予防通所介護の提供によ

り賠償すべき事故が発生した場合は，損害賠償を速やかに行わなければならない。 

４ 指定介護予防通所介護事業者は，第１０１条第４項の指定介護予防通所介護以外の

サービスの提供により事故が発生した場合は，第１項及び第２項の規定に準じた必要

な措置を講じなければならない。 

 第１０９条第２項第７号中「次条において準用する第３７条第２項」を「前条第２

項」に改める。 

 第１１０条中「第３１条から第３８条まで」を「第３１条から第３６条まで，第３８

条」に改める。 

 第１１８条中「第３６条から第３８条まで」を「第３６条，第３８条」に，「同項第

４号から第７号まで」を「同項第４号から第６号まで」に改め，「「第１１８条」と」

の次に「，同項第７号中「前条第２項」とあるのは「第１１８条において準用する前条

第２項」と」を加える。 

第２条 岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の

一部を次のように改正する。 

   「第２章 介護予防訪問介護 

     第１節 基本方針（第４条） 

     第２節 人員に関する基準（第５条・第６条） 



     第３節 設備に関する基準（第７条） 

目次中  第４節 運営に関する基準（第８条－第３９条） 

      第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第４０条 

－第４２条） 

      第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第４３条－第４７

条）                          」 

を「第２章 削除」に，「第５２条」を「第５１条の２」に， 

「第７章 介護予防通所介護 

第１節 基本方針（第９８条） 

第２節 人員に関する基準（第９９条・第１００条） 

第３節 設備に関する基準（第１０１条） 

   第４節 運営に関する基準（第１０２条－第１１０条） 

   第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第１１１条－第１ 

１４条） 

  第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第１１５条－第１１８条） 」 

を「第７章 削除」に，「第１２２条」を「第１２１条の２」に改める。 

 第２章を次のように改める。 

  第２章 削除 

第４条から第４７条まで 削除 

第４９条第３項中「指定居宅サービス等基準条例」を「岡山市指定居宅サービス等の

事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第８５号。

以下「指定居宅サービス等基準条例」という。）」に改める。 

第３章第４節中第５２条の前に次の１２条を加える。 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第５１条の２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入浴介護の提供

の開始に際し，あらかじめ，利用申込者又はその家族に対し，第５５条に規定する重

要事項に関する規程の概要，介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用

申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明



を行い，当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，利用申込者又はその家族からの申出があった

場合には，前項の規定による文書の交付に代えて，第５項で定めるところにより，当

該利用申込者又はその家族の承諾を得て，当該文書に記すべき重要事項を電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるも

の（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。こ

の場合において，当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は，当該文書を交付したもの

とみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

  ア 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はそ

の家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し，受信

者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

  イ 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又は

その家族の閲覧に供し，当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受

ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては，指定介護予防訪問入

浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する

方法） 

(2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項

を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する

重要事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は，利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力すること

による文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは，指定介護予防訪問入浴介護事業者の使

用に係る電子計算機と，利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

５ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，第２項の規定により第１項に規定する重要事



項を提供しようとするときは，あらかじめ，当該利用申込者又はその家族に対し，そ

の用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し，文書又は電磁的方法による承

諾を得なければならない。 

 (1) 第２項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問入浴介護事業者が使用するも

の 

 (2) ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防訪問入浴介護事業者は，当該利用申込者

又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申

出があったときは，当該利用申込者又はその家族に対し，第１項に規定する重要事項

の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし，当該利用申込者又はその家族

が再び前項の規定による承諾をした場合は，この限りでない。 

  （提供拒否の禁止） 

第５１条の３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，正当な理由なく指定介護予防訪問

入浴介護の提供を拒んではならない。 

  （サービス提供困難時の対応） 

第５１条の４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，当該指定介護予防訪問入浴介護事

業所の通常の事業の実施地域（当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域を

いう。以下同じ。）等を勘案し，利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防訪問入浴

介護を提供することが困難であると認めた場合は，当該利用申込者に係る介護予防支

援事業者（法第８条の２第１８項に規定する介護予防支援を行う者をいう。以下同

じ。）への連絡，適当な他の指定介護予防訪問入浴介護事業者等の紹介その他の必要

な措置を速やかに講じなければならない。 

 （受給資格等の確認） 

第５１条の５ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入浴介護の提供

を求められた場合は，その者の提示する被保険者証によって，被保険者資格，要支援

認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，前項の被保険者証に，法第１１５条の３第２

項の規定により認定審査会意見が記載されているときは，当該認定審査会意見に配慮



して，指定介護予防訪問入浴介護を提供するように努めなければならない。 

 （要支援認定の申請に係る援助） 

第５１条の６ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入浴介護の提供

の開始に際し，要支援認定を受けていない利用申込者については，要支援認定の申請

が既に行われているかどうかを確認し，申請が行われていない場合は，当該利用申込

者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければなら

ない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，介護予防支援（これに相当するサービスを含

む。）が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは，要支

援認定の更新の申請が，遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終

了する３０日前にはなされるよう，必要な援助を行わなければならない。 

 （心身の状況等の把握） 

第５１条の７ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入浴介護の提供

に当たっては，利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議（岡

山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２６年市条例第

３２号。以下「指定介護予防支援等基準条例」という。）第３３条第９号に規定する

サービス担当者会議をいう。以下同じ。）等を通じて，利用者の心身の状況，その置

かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努め

なければならない。 

 （介護予防支援事業者等との連携） 

第５１条の８ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入浴介護を提供

するに当たっては，介護予防支援事業者，地域包括支援センターその他保健医療サー

ビス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入浴介護の提供の終了に際

しては，利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに，当該利用者に係る

介護予防支援事業者に対する情報の提供及び地域包括支援センター又は保健医療サー

ビス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 



 （介護予防サービス費の支給を受けるための援助） 

第５１条の９ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入浴介護の提供

の開始に際し，利用申込者が介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以

下「施行規則」という。）第８３条の９各号のいずれにも該当しないときは，当該利

用申込者又はその家族に対し，介護予防サービス計画（同条第１号ハ及びニに規定す

る計画を含む。以下同じ。）の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市町村に対

して届け出ること等により，介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説

明すること，介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の介護予防サー

ビス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。 

 （介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第５１条の１０ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，介護予防サービス計画が作成さ

れている場合は，当該計画に沿った指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければなら

ない。 

 （介護予防サービス計画等の変更の援助） 

第５１条の１１ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，利用者が介護予防サービス計画

の変更を希望する場合は，当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必

要な援助を行わなければならない。 

 （身分を証する書類の携行） 

第５１条の１２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，介護予防訪問入浴介護従業者に

身分を証する書類を携行させ，初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたと

きは，これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

 （サービスの提供の記録） 

第５１条の１３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入浴介護を提

供した際には，当該指定介護予防訪問入浴介護の提供日及び内容，当該指定介護予防

訪問入浴介護について法第５３条第４項の規定により利用者に代わって支払を受ける

介護予防サービス費の額その他必要な事項を，利用者の介護予防サービス計画を記載

した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には，



提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに，利用者からの申出があった

場合には，文書の交付その他適切な方法により，その情報を利用者に対して提供しな

ければならない。 

 第５２条の次に次の２条を加える。 

 （保険給付の請求のための証明書の交付） 

第５２条の２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，法定代理受領サービスに該当しな

い指定介護予防訪問入浴介護に係る利用料の支払を受けた場合は，提供した指定介護

予防訪問入浴介護の内容，費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス

提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

 （利用者に関する市町村への通知） 

第５２条の３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入浴介護を受け

ている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は，遅滞なく，意見を付してその

旨を市町村に通知しなければならない。 

(1) 正当な理由なしに指定介護予防訪問入浴介護の利用に関する指示に従わないこと

により，要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になった

と認められるとき。 

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け，又は受けようとしたとき。 

 第５５条の次に次の１０条を加える。 

 （勤務体制の確保等） 

第５５条の２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，利用者に対し適切な指定介護予防

訪問入浴介護を提供できるよう，指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに，介護予防

訪問入浴介護従業者の勤務の体制を定め，その勤務の実績とともに記録しておかなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに，当

該指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護従業者によって指定介護

予防訪問入浴介護を提供しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，介護予防訪問入浴介護従業者の資質の向上の

ために研修計画を作成し，当該計画に従い，研修を実施しなければならない。 



４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，従業者の計画的な人材育成に努めなければな

らない。 

 （衛生管理等） 

第５５条の３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，介護予防訪問入浴介護従業者の清

潔の保持及び健康状態について，必要な管理を行わなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防

訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等について，衛生的な管理に努めな

ければならない。 

 （掲示） 

第５５条の４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入浴介護事業所

の見やすい場所に，第５５条に規定する重要事項に関する規程の概要，介護予防訪問

入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認めら

れる重要事項を掲示しなければならない。 

 （秘密保持等） 

第５５条の５ 指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者は，正当な理由がなく，その

業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業

者であった者が，正当な理由がなく，その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を漏らすことがないよう，必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，サービス担当者会議等において，利用者の個

人情報を用いる場合は利用者の同意を，利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該

家族の同意を，あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

 （広告） 

第５５条の６ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入浴介護事業所

について広告をする場合においては，その内容が虚偽又は誇大なものであってはなら

ない。 

 （介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第５５条の７ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，介護予防支援事業者又はその従業



者に対し，利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償とし

て，金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

 （苦情処理） 

第５５条の８ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，提供した指定介護予防訪問入浴介

護に係る利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受

け付けるための窓口を設置する等必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，前項の苦情を受け付けた場合には，当該苦情

の内容等を記録しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，提供した指定介護予防訪問入浴介護に関し，

法第２３条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又

は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ，及び利用者からの苦情に関して

市町村が行う調査に協力するとともに，市町村から指導又は助言を受けた場合におい

ては，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，市町村からの求めがあった場合には，前項の

改善の内容を市町村に報告しなければならない。 

５ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，提供した指定介護予防訪問入浴介護に係る利

用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律 

第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同

じ。）が行う法第１７６条第１項第３号の調査に協力するとともに，国民健康保険団

体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては，当該指導又は助言に従っ

て必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，国民健康保険団体連合会からの求めがあった

場合には，前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

 （地域との連携） 

第５５条の９ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，その事業の運営に当たっては，提

供した指定介護予防訪問入浴介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣

する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努め

なければならない。 



 （事故発生時の対応） 

第５５条の１０ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，利用者に対する指定介護予防訪

問入浴介護の提供により事故が発生した場合は，市町村，当該利用者の家族，当該利

用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに，必要な措置を講じなければ

ならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，前項の事故の状況及び事故に際してとった処

置について記録しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の

提供により賠償すべき事故が発生した場合は，損害賠償を速やかに行わなければなら

ない。 

 （会計の区分） 

第５５条の１１ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入浴介護事業

所ごとに経理を区分するとともに，指定介護予防訪問入浴介護の事業の会計とその他

の事業の会計を区分しなければならない。 

 第５６条第２項第２号中「次条において準用する第１９条第２項」を「第５１条の１ 

３第２項」に改め，同項第３号中「次条において準用する第２４条」を「第５２条の

３」に改め，同項第４号中「次条において準用する第２９条第１項」を「第５５条の２

第１項」に改め，同項第５号中「次条において準用する第３５条第２項」を「第５５条

の８第２項」に改め，同項第６号中「次条において準用する第３７条第２項」を「第５

５条の１０第２項」に改める。 

 第５７条を次のように改める。 

第５７条 削除 

第６２条第１項中「基準該当介護予防訪問介護事業所」を「基準該当介護予防訪問入

浴介護事業所」に改める。 

 第６３条中「第８条から第１４条まで，第１６条から第１９条まで，第２１条，第２

４条，第２９条から第３４条まで，第３５条（第５項及び第６項を除く。）及び第３６

条から第３８条まで並びに」を削り，「第５２条第１項及び」を「第５１条の９，第５

２条第１項，第５５条の８第５項及び第６項並びに」に，「これらの規定中「訪問介護 



員等」とあるのは「介護予防訪問入浴介護従業者」と，第８条第１項及び第３１条中

「第２７条」」を「第５１条の２及び第５５条の４中「第５５条」」に，「第１９条第

１項中」を「第５１条の１３第１項中」に，「当該指定介護予防訪問介護」を「当該指

定介護予防訪問入浴介護」に，「第２１条中「法定代理受領サービスに該当しない指定

介護予防訪問介護」」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」」を「第５２条第

２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは

「基準該当介護予防訪問入浴介護」と，同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」」

に改め，「第３０条第２項中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当介護予防訪問入

浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と，」を削り，「第５２条第２項中」を

「第５２条の２中」に改め，「，同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と」を削

る。 

第７５条第２項第４号中「第１９条第２項」を「第５１条の１３第２項」に改め，同

項第５号中「第２４条」を「第５２条の３」に改め，同項第６号中「第２９条第１項」

を「第５５条の２第１項」に改め，同項第７号中「第３５条第２項」を「第５５条の８

第２項」に改め，同項第８号中「第３７条第２項」を「第５５条の１０第２項」に改め

る。 

第７６条中「第８条，第９条，第１１条から第１３条まで，第１５条から第１９条ま

で，第２１条，第２４条，第２９条から第３８条まで及び第５４条」を「第５１条の２，

第５１条の３，第５１条の５から第５１条の７まで，第５１条の９から第５１条の１３

まで，第５２条の２，第５２条の３，第５４条及び第５５条の２から第５５条の１１ま

で」に，「訪問介護員等」を「介護予防訪問入浴介護従業者」に，「第８条第１項及び

第３１条中「第２７条」」を「第５１条の２第１項及び第５５条の４中「第５５条」」

に，「第１３条中」を「第５１条の７中」に改め，「及び第５節」と」の次に「，第５

５条の３第２項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあ

るのは「設備及び備品等」と」を加える。 

 第８５条第２項第２号中「第１９条第２項」を「第５１条の１３第２項」に改め，同

項第３号中「第２４条」を「第５２条の３」に改め，同項第４号中「第２９条第１項」

を「第５５条の２第１項」に改め，同項第５号中「第３５条第２項」を「第５５条の８



第２項」に改め，同項第６号中「第３７条第２項」を「第５５条の１０第２項」に改め

る。 

 第８６条中「第８条から第１３条まで，第１５条から第１９条まで，第２１条，第２

４条，第２９条から第３２条まで，第３４条から第３８条まで，第５４条」を「第５１

条の２から第５１条の７まで，第５１条の９から第５１条の１３まで，第５２条の２，

第５２条の３，第５４条，第５５条の２から第５５条の５まで，第５５条の７から第５

５条の１１まで」に，「訪問介護員等」を「介護予防訪問入浴介護従業者」に，「第８

条第１項及び第３１条中「第２７条」」を「第５１条の２第１項及び第５５条の４中

「第５５条」」に，「第１３条中」を「第５１条の７中」に改め，「及び第５節」と」

の次に「，第５５条の３第２項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及

び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と」を加える。 

第８８条第１号中「又は」を「若しくは」に，「，サービス担当者会議」を「又はサ

ービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議（介護予防訪問リハビリテーション

計画又は介護予防通所リハビリテーション計画の作成のために，利用者及びその家族の

参加を基本としつつ，医師，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，指定介護予防支援

等基準条例第５条に規定する担当職員，介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定

介護予防サービス等（法第８条の２第１６項に規定する指定介護予防サービス等をい

う。）の担当者その他の関係者（以下「構成員」という。）により構成される会議をい

う。以下同じ。）」に改め，同条第１３号中「第１１号」を「第１２号」に改め，同号

を同条第１４号とし，同条中第１２号を第１３号とし，第６号から第１１号までを１号

ずつ繰り下げ，第５号の次に次の１号を加える。 

 (6) 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーシ

ョン事業者（第１２０条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事

業者をいう。）の指定を併せて受け，かつ，リハビリテーション会議の開催等を通

じて，利用者の病状，心身の状況，希望及びその置かれている環境に関する情報を

構成員と共有し，介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテー

ションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性

の取れた介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した場合については，第１２



９条第２号から第５号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を満たすことをもって，第２号から前号までに規定する基準を満たしている

ものとみなすことができること。 

 第９４条第２項第１号中「第１９条第２項」を「第５１条の１３第２項」に改め，同

項第２号中「第２４条」を「第５２条の３」に改め，同項第３号中「第２９条第１項」

を「第５５条の２第１項」に改め，同項第４号中「第３５条第２項」を「第５５条の８

第２項」に改め，同項第５号中「第３７条第２項」を「第５５条の１０第２項」に改め

る。 

第９５条中「第８条から第１３条まで，第１６条，第１８条，第１９条，第２１条，

第２４条，第２９条から第３２条まで，第３４条から第３８条まで，第５４条」を「第

５１条の２から第５１条の７まで，第５１条の１０，第５１条の１２，第５１条の１３， 

第５２条の２，第５２条の３，第５４条，第５５条の２から第５５条の５まで，第５５

条の７から第５５条の１１まで」に，「訪問介護員等」を「介護予防訪問入浴介護従業

者」に，「第８条第１項及び第３１条中「第２７条」」を「第５１条の２第１項及び第

５５条の４中「第５５条」」に，「第１３条中」を「第５１条の７中」に，「第１８条

中」を「第５１条の１２中」に改め，「及び第５節」と」の次に「，第５５条の３第２

項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備

及び備品等」と」を加える。 

 第７章を次のように改める。 

第７章 削除 

第９８条から第１１８条まで 削除 

第８章第４節中第１２２条の前に次の２条を加える。 

 （利用料等の受領） 

第１２１条の２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，法定代理受領サービ

スに該当する指定介護予防通所リハビリテーションを提供した際には，その利用者か

ら利用料の一部として，当該指定介護予防通所リハビリテーションに係る介護予防サ

ービス費用基準額から当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者に支払われる

介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 



２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，法定代理受領サービスに該当しな

い指定介護予防通所リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける

利用料の額と，指定介護予防通所リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基

準額との間に，不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，

次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して

行う送迎に要する費用 

(2) 食事の提供に要する費用 

(3) おむつ代 

(4) 前３号に掲げるもののほか，指定介護予防通所リハビリテーションの提供におい

て提供される便宜のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であ

って，その利用者に負担させることが適当と認められる費用 

４ 前項第２号に掲げる費用については，基準省令第１１８条の２第４項に規定する平

成１７年厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大臣が定めるところによるものと

する。 

５ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，第３項の費用の額に係るサービス

の提供に当たっては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容

及び費用について説明を行い，利用者の同意を得なければならない。 

（緊急時等の対応）  

第１２１条の３ 介護予防通所リハビリテーション従業者は，現に指定介護予防通所リ

ハビリテーションの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他

必要な場合は，速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければな

らない。 

第１２４条の次に次の３条を加える。 

（勤務体制の確保等）  

第１２４条の２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，利用者に対し適切な

指定介護予防通所リハビリテーションを提供できるよう，指定介護予防通所リハビリ



テーション事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め，その勤務の実績とともに記録し

ておかなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，指定介護予防通所リハビリテーシ

ョン事業所ごとに，当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者によっ

て指定介護予防通所リハビリテーションを提供しなければならない。ただし，利用者

の処遇に直接影響を及ぼさない業務については，この限りでない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，介護予防通所リハビリテーション

従業者の資質の向上のために研修計画を作成し，当該計画に従い，研修を実施しなけ

ればならない。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，介護予防通所リハビリテーション

従業者の計画的な人材育成に努めなければならない。 

 （定員の遵守） 

第１２４条の３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，利用定員を超えて指

定介護予防通所リハビリテーションの提供を行ってはならない。ただし，災害その他

のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

 （非常災害対策） 

第１２４条の４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，指定介護予防通所リ

ハビリテーション事業所が立地する地域の自然条件等を踏まえ，想定される非常災害

の種類ごとに，その規模及び被害の程度に応じた非常災害への対応に関する具体的計

画を策定するとともに，非常災害時の関係機関への通報及び関係者との連携の体制を

整備し，それらの内容（次項において「計画等」という。）を定期的に従業者に周知

しなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，当該事業所の見やすい場所に，計

画等の概要を掲示しなければならない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，非常災害に備えるため，第１項の

計画に従い，避難又は救出に係る訓練その他必要な訓練を，その実効性を確保しつつ，

定期的に行わなければならない。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，非常災害時における利用者等の安



全の確保が図られるよう，あらかじめ，近隣の自治体，地域住民，介護予防サービス

事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等と相互に支援及び

協力を行うための体制の整備に努めるものとする。 

５ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，非常災害時において，高齢者，障

害者，乳幼児等特に配慮を要する者の受入れに努めるものとする。 

第１２６条第２項第３号中「第１９条第２項」を「第５１条の１３第２項」に改め，

同項第４号中「第２４条」を「第５２条の３」に改め，同項第５号中「第３５条第２

項」を「第５５条の８第２項」に改め，同項第６号中「第３７条第２項」を「第５５条

の１０第２項」に改め，同項第７号中「次条において準用する第１０５条第１項」を

「第１２４条の２第１項」に改め，同項第８号中「次条において準用する第１０２条」

を「第１２１条の２」に改める。 

第１２７条中「第８条から第１３条まで，第１５条から第１７条まで，第１９条，第

２１条，第２４条，第２５条，第３１条，第３２条，第３４条から第３８条まで，第６

９条，第１０２条及び第１０５条から第１０７条まで」を「第５１条の２から第５１条

の７まで，第５１条の９から第５１条の１１まで，第５１条の１３，第５２条の２，第

５２条の３，第５５条の４，第５５条の５，第５５条の７から第５５条の１１まで及び

第６９条」に，「訪問介護員等」を「介護予防訪問入浴介護従業者」に，「第８条第１

項及び第３１条中「第２７条」」を「第５１条の２第１項及び第５５条の４中「第５５

条」」に，「第１３条中」を「第５１条の７中」に改め，「，第１０５条第３項及び第

４項中「介護予防通所介護従業者」とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業

者」と」を削る。 

第１２９条第１号中「又は」を「若しくは」に，「，サービス担当者会議」を「又は

サービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議」に改め，同条第１２号中「第１

０号」を「第１１号」に改め，同号を同条第１３号とし，同条中第６号から第１１号ま

でを１号ずつ繰り下げ，第５号の次に次の１号を加える。 

 (6) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーシ

ョン事業者の指定を併せて受け，かつ，リハビリテーション会議（医師が参加した

場合に限る。）の開催等を通じて，利用者の病状，心身の状況，希望及びその置か



れている環境に関する情報を構成員と共有し，介護予防訪問リハビリテーション及

び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーシ

ョン提供内容について整合性のとれた介護予防通所リハビリテーション計画を作成

した場合については，第８８条第２号から第５号までに規定する介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって，第２号から前号までに規

定する基準を満たしているものとみなすことができること。 

第１３６条第１項第２号ア及びイ中「第１０７条」を「第１２４条の４」に改める。 

 第１３７条第２項中「第８条第２項から第６項まで」を「第５１条の２第２項から第

６項まで」に改める。 

 第１４３条に次の１項を加える。 

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情により，指定介護予防支援等基準条例第５条

第１項に規定する担当職員が，緊急に指定介護予防短期入所生活介護を受けることが

必要と認めた者に対し，介護予防サービス計画において位置付けられていない指定介

護予防短期入所生活介護を提供する場合であって，当該利用者及び他の利用者等の処

遇に支障がない場合にあっては，前項の規定にかかわらず，前項各号に掲げる利用者

数を超えて，静養室において指定介護予防短期入所生活介護を行うことができるもの

とする。 

 第１４３条の次に次の１条を加える。 

 （衛生管理等） 

第１４３条の２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，利用者の使用する施設，食

器その他の設備又は飲用に供する水について，衛生的な管理に努め，又は衛生上必要

な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，当該指定介護予防短期入所生活介護事業

所において感染症が発生し，又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。 

第１４５条第２項第３号中「第１９条第２項」を「第５１条の１３第２項」に改め，

同項第４号中「第２４条」を「第５２条の３」に改め，同項第５号中「第３５条第２

項」を「第５５条の８第２項」に改め，同項第６号中「第３７条第２項」を「第５５条



の１０第２項」に改め，同項第７号中「第１０５条第１項」を「第１２４条の２第１

項」に改める。 

第１４６条中「第９条から第１３条まで，第１５条，第１６条，第１９条，第２１条，

第２４条，第３１条から第３８条まで，第５４条，第１０５条，第１０７条及び第１０

８条」を「第５１条の３から第５１条の７まで，第５１条の９，第５１条の１０，第５

１条の１３，第５２条の２，第５２条の３，第５４条，第５５条の４から第５５条の１

１，第１２４条の２及び第１２４条の４」に，「第３１条中「第２７条」」を「第５５

条の４中「第５５条」」に，「訪問介護員等」を「介護予防訪問入浴介護従業者」に，

「第１０５条第３項及び第４項中「介護予防通所介護従業者」」を「第１２４条の２第

３項及び第４項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」」に改める。 

 第１５７条第１項第２号ア及びイ中「第１０７条」を「第１２４条の４」に改める。 

 第１６３条中「第１４１条」の次に「，第１４３条の２」を加え，「第１０５条」を

「第１２４条の２」に改める。 

 第１６９条の見出し中「指定介護予防通所介護事業所等」を「指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所等」に改め，同条中「，指定介護予防通所介護事業所」を削り，

「をいう。）」の次に「若しくは指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地

域密着型介護予防サービス基準条例第４５条第１項に規定する指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所をいう。）」を加え，「指定介護予防通所介護事業所等」を「指定

介護予防認知症対応型通所介護事業所等」に改める。 

第１７０条第５項，第１７３条第１項及び第１７４条（見出しを含む。）中「指定介

護予防通所介護事業所等」を「指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等」に改める。 

第１７５条中「第９条から第１３条まで，第１６条，第１９条，第２１条，第２４条，

第３１条から第３４条まで，第３５条」を「第５１条の３から第５１条の７まで，第５

１条の１０，第５１条の１３，第５２条の２，第５２条の３，第５４条，第５５条の４

から第５５条の７まで，第５５条の８」に，「第３６条から第３８条まで，第５４条，

第１０５条，第１０７条，第１０８条」を「第５５条の９から第５５条の１１まで，第

１２４条の２，第１２４条の４」に，「第１９条第１項中」を「第５１条の１３第１項

中」に，「指定介護予防訪問介護」を「指定介護予防訪問入浴介護」に，「第２１条



中」を「第５２条の２中」に，「第３１条中「第２７条」」を「第５５条の４中「第５

５条」」に，「訪問介護員等」を「介護予防訪問入浴介護従業者」に，「第１０５条第

３項及び第４項中「介護予防通所介護従業者」」を「第１２４条の２第３項及び第４項

中「介護予防通所リハビリテーション従業者」」に改め，「前項」と」の次に「，第１

４３条第２項中「静養室」とあるのは「静養室等」と」を加える。 

 第１８４条第２項第３号中「第１９条第２項」を「第５１条の１３第２項」に改め，

同項第４号中「第２４条」を「第５２条の３」に改め，同項第５号中「第３５条第２

項」を「第５５条の８第２項」に改め，同項第６号中「第３７条第２項」を「第５５条

の１０第２項」に改め，同項第７号中「第１０５条第１項」を「第１２４条の２第１

項」に改める。 

第１８５条中「第９条から第１３条まで，第１５条，第１６条，第１９条，第２１条，

第２４条，第３１条，第３２条，第３４条から第３８条まで，第５４条，第１０５条，

第１０７条」を「第５１条の３から第５１条の７まで，第５１条の９，第５１条の１０，

第５１条の１３，第５２条の２，第５２条の３，第５４条，第５５条の４，第５５条の

５，第５５条の７から第５５条の１１まで，第１２４条の２，第１２４条の４」に，

「第３１条中「第２７条」」を「第５５条の４中「第５５条」」に，「訪問介護員等」

を「介護予防訪問入浴介護従業者」に，「第１０５条第３項及び第４項中「介護予防通

所介護従業者」」を「第１２４条の２第３項及び第４項中「介護予防通所リハビリテー

ション従業者」」に改める。 

 第１９５条第２項中「第２０７条第１項」を「第２０７条」に改める。 

 第２００条中「第１０５条の」を「第１２４条の２の」に，「第１０５条第１項」を

「第１２４条の２第１項」に改める。 

 第２０６条第３項を削る。 

 第２０７条第１項第２号ア中「のうち要介護認定等に係る介護認定審査会による審査

及び判定の基準等に関する省令（平成１１年厚生省令第５８号。以下「認定省令」とい

う。）第２条第１項第２号に規定する要支援状態区分に該当する者の数が３又はその端

数を増すごとに１及び利用者のうち認定省令第２条第１項第１号に規定する要支援状態

区分に該当する者」を削り，同条第２項第２号ア中「利用者のうち認定省令第２条第１



項第２号に規定する要支援状態区分に該当する者及び」を削り，「利用者の数」の次に

「及び利用者の数に１０分の３を乗じて得た数の合計数」を加え，「並びに利用者のう

ち認定省令第２条第１項第１号に規定する要支援状態区分に該当する者の数が１０又は

その端数を増すごとに１以上」を削る。 

 第２１０条第４項中「第８条第２項から第６項まで」を「第５１条の２第２項から第

６項まで」に改める。 

 第２１２条を次のように改める。 

第２１２条 削除 

 第２２０条第２項中第２号を削り，第３号を第２号とし，第４号から第６号までを１

号ずつ繰り上げ，同項第７号中「第２４条」を「第５２条の３」に改め，同号を同項第

６号とし，同項第８号中「第３５条第２項」を「第５５条の８第２項」に改め，同号を

同項第７号とし，同項第９号中「第３７条第２項」を「第５５条の１０第２項」に改め，

同号を同項第８号とし，同項第１０号を同項第９号とする。 

 第２２１条中「第１１条，第１２条，第２１条，第２４条，第３１条から第３８条ま

で，第５３条，第５４条，第１０７条及び第１０８条」を「第５１条の５，第５１条の

６，第５２条の２から第５４条まで，第５５条の４から第５５条の１１まで，第１２４

条の４及び第１４３条の２」に改め，「，第３１条中「第２７条」とあるのは「第２１

６条」と，「訪問介護員等」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と」を削り，「第

５３条中」を「第５３条及び第５５条の４中」に改め，「「介護予防特定施設従業者」

と」の次に「，同条中「第５５条」とあるのは「第２１６条」と」を加える。 

 第２２９条中「指定介護予防サービス事業者」を「事業者」に改める。 

 第２３４条第４項中「第８条第２項から第６項まで」を「第５１条の２第２項から第

６項まで」に改める。 

 第２３６条第２項中「受託介護予防サービス事業者は」の次に「，指定居宅サービス

事業者（法第４１条第１項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。）」を加え，

「又は」を「若しくは」に改め，「指定地域密着型介護予防サービス事業者をい

う。）」の次に「又は法第１１５条の４５の３第１項に規定する指定事業者（以下

「指定事業者」という。）」を加え，同条第３項中「指定介護予防訪問介護」を「指定



訪問介護（指定居宅サービス等基準条例第４条に規定する指定訪問介護をいう。以下同

じ。），指定通所介護（指定居宅サービス等基準条例第１０１条に規定する指定通所介

護をいう。以下同じ。）」に改め，「，指定介護予防通所介護」を削り，「指定介護予

防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）」の次に「並びに法第１１５条の４５第

１項第１号イに規定する第１号訪問事業（指定事業者により行われるものに限る。以下

「指定第１号訪問事業」という。）に係るサービス及び同号ロに規定する第１号通所事

業（指定事業者により行われるものに限る。以下「指定第１号通所事業」という。）に

係るサービス」を加え，同条第４項中「指定介護予防訪問介護，指定介護予防訪問看護

及び指定介護予防通所介護」を「次に掲げる事業」に改め，同項に次の各号を加える。 

(1) 指定訪問介護又は指定第１号訪問事業に係るサービス 

(2) 指定通所介護又は指定第１号通所事業（機能訓練を行う事業を含むものに限

る。）に係るサービス 

(3) 指定介護予防訪問看護 

 第２３７条第２項第３号中「第２４条」を「第５２条の３」に改め，同項第４号中

「第３５条第２項」を「第５５条の８第２項」に改め，同項第５号中「第３７条第２

項」を「第５５条の１０第２項」に改め，同項中第６号を削り，第７号を第６号とし，

第８号から第１２号までを１号ずつ繰り上げる。 

第２３８条中「第１１条，第１２条，第２１条，第２４条，第３１条から第３８条ま

で，第５３条，第５４条，第１０７条，第１０８条，第２１１条から第２１５条まで」

を「第５１条の５，第５１条の６，第５２条の２から第５４条まで，第５５条の４から

第５５条の１１まで，第１２４条の４，第１４３条の２，第２１１条，第２１３条から

第２１５条まで」に改め，「この場合において」の次に「，第５３条中「介護予防訪問

入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と」を加え，「第３１

条中「第２７条」」を「第５５条の４中「第５５条」」に，「訪問介護員等」を「介護

予防訪問入浴介護従業者」に，「第３２条第１項及び第２項」を「第５５条の５第１項

及び第２項」に，「指定介護予防訪問介護事業所」を「指定介護予防訪問入浴介護事業

所」に改め，「，第５３条中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予

防特定施設の従業者」と」を削る。 



 第２４７条の見出しを「（適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識

及び技能の向上等）」に改め，同条に次の１項を加える。 

３ 福祉用具専門相談員は，常に自己研鑚
さん

に励み，指定介護予防福祉用具貸与の目的を

達成するために必要な知識及び技能の修得，維持及び向上に努めなければならない。 

 第２５１条第２項第３号中「第１９条第２項」を「第５１条の１３第２項」に改め，

同項第４号中「第２４条」を「第５２条の３」に改め，同項第５号中「第３５条第２

項」を「第５５条の８第２項」に改め，同項第６号中「第３７条第２項」を「第５５条

の１０第２項」に改め，同項第７号中「第１０５条第１項」を「第１２４条の２第１

項」に改める。 

第２５２条中「第８条から第１９条まで，第２１条，第２４条，第３２条から第３８

条まで，第５４条並びに第１０５条第１項及び第２項」を「第５１条の２から第５１条

の１３まで，第５２条の２，第５２条の３，第５４条，第５５条の５から第５５条の１

１まで並びに第１２４条の２第１項及び第２項」に，「第８条第１項中「第２７条」」

を「第５１条の２中「第５５条」」に，「，「訪問介護員等」を「，「介護予防訪問入

浴介護従業者」に，「第１０条中」を「第５１条の４中」に，「第１４条第２項中」を

「第５１条の８第２項中」に，「第１８条中「訪問介護員等」」を「第５１条の１２中

「介護予防訪問入浴介護従業者」」に，「第１９条第１項中」を「第５１条の１３第１

項中」に，「第２１条中」を「第５２条の２中」に，「第１０５条第２項中」を「第１

２４条の２第２項中」に改める。 

 第２５５条の見出しを「（介護予防福祉用具貸与計画の作成）」に改める。 

 第２５７条中「第８条から第１４条まで，第１６条から第１９条まで，第２１条，第

２４条，第３２条から第３４条まで，第３５条（第５項及び第６項を除く。），第３６

条から第３８条まで，第５４条並びに第１０５条第１項及び第２項」を「第５１条の２

から第５１条の８まで，第５１条の１０から第５１条の１３まで，第５２条の２，第５

２条の３，第５４条，第５５条の５から第５５条の７まで，第５５条の８（第５項及び

第６項を除く。），第５５条の９から第５５条の１１まで並びに第１２４条の２第１項

及び第２項」に，「第８条第１項中「第２７条」」を「第５１条の２中「第５５条」」

に，「，「訪問介護員等」を「，「介護予防訪問入浴介護従業者」に，「第１０条中」



を「第５１条の４中」に，「第１４条第２項中」を「第５１条の８第２項中」に，「第

１８条中「訪問介護員等」」を「第５１条の１２中「介護予防訪問入浴介護従業者」」

に，「第１９条第１項中」を「第５１条の１３第１項中」に，「当該指定介護予防訪問

介護」を「当該指定介護予防訪問入浴介護」に，「第２１条中」を「第５２条の２中」

に，「指定介護予防訪問介護」」を「指定介護予防訪問入浴介護」」に，「第１０５条

第２項中」を「第１２４条の２第２項中」に改める。 

第２６５条第２項第４号中「第２４条」を「第５２条の３」に改め，同項第５号中

「第３５条第２項」を「第５５条の８第２項」に改め，同条第６号中「第３７条第２

項」を「第５５条の１０第２項」に改め，同項第７号中「第１０５条第１項」を「第１

２４条の２第１項」に改める。 

 第２６６条中「第８条から第１４条まで，第１６条から第１８条まで，第２４条，第

３０条，第３２条から第３８条まで，第５４条，第１０５条第１項及び第２項」を「第

５１条の２から第５１条の８まで，第５１条の１０から第５１条の１２まで，第５２条

の３，第５４条，第５５条の３，第５５条の５から第５５条の１１まで，第１２４条の

２第１項及び第２項」に，「第８条第１項中「第２７条」」を「第５１条の２第１項中

「第５５条」」に，「，「訪問介護員等」を「，「介護予防訪問入浴介護従業者」に，

「第１０条中」を「第５１条の４中」に，「第１４条第２項中」を「第５１条の８第２

項中」に，「第１８条中「訪問介護員等」」を「第５１条の１２中「介護予防訪問入浴

介護従業者」」に，「第１０５条第２項中」を「第１２４条の２第２項中」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

 （介護予防訪問介護に関する経過措置） 

第２条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「整備法」という。）附則第１１条又は第

１４条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第５条の規定（整

備法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法（平成９

年法律第１２３号。以下「旧法」という。）第５３条第１項に規定する指定介護予防サ



ービスに該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護（以下「旧指定介

護予防訪問介護」という。）又は旧法第５４条第１項第２号に規定する基準該当介護予

防サービスに該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれ

に相当するサービス（以下「旧基準該当介護予防訪問介護」という。）については，第

２条の規定による改正前の岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営

並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準等を定める条例（以下「旧介護予防サービス等基準条例」という。）第４条から第４

７条までの規定は，なおその効力を有する。

第３条 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サービス等基準

条例第５条第２項及び第６項並びに第７条第２項の規定は，旧指定介護予防訪問介護の

事業を行う者が介護保険法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業

（旧指定介護予防訪問介護に相当するものとして市長が定めるものに限る。）に係る指

定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において，次の表

の左欄に掲げる旧介護予防サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は，そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第５条第２項 指定訪問介護事業者（指定

居宅サービス等の事業の人 

法第１１５条の４５第１項第１

号イに規定する第１号訪問事業 

 員，設備及び運営に関する

基準等を定める条例（平成

２４年市条例第８５号。以

下「指定居宅サービス等基

準条例」という。）第５条

第１項に規定する指定訪問

介護事業者をいう。以下同

じ。） 

（前条に規定する指定介護予防

訪問介護に相当するものとして

市長が定めるものに限る。）に

係る指定事業者 

指定訪問介護（指定居宅サ

ービス等基準条例第４条に 

当該第１号訪問事業 



 規定する指定訪問介護をい

う。以下同じ。）の事業 

指定介護予防訪問介護及び

指定訪問介護 

指定介護予防訪問介護又は当該

第１号訪問事業 

第５条第６項 指定訪問介護事業者 第２項に規定する第１号訪問事

業に係る指定事業者 

指定訪問介護の事業 当該第１号訪問事業 

指定居宅サービス等基準第

５条第１項から第４項まで

に規定する 

市長の定める当該第１号訪問事

業の 

第７条第２項 指定訪問介護事業者 第５条第２項に規定する第１号

訪問事業に係る指定事業者 

指定訪問介護の事業 当該第１号訪問事業 

指定居宅サービス等基準条

例第７条第１項に規定する 

市長の定める当該第１号訪問事

業の 

２ 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サービス等基準条例

第４３条第３項及び第４５条第２項の規定は，旧基準該当介護予防訪問介護の事業と介

護保険法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（旧基準該当介護

予防訪問介護に相当するものとして市長が定めるものに限る。）を同一の事業所におい

て一体的に運営している場合について準用する。この場合において，次の表の左欄に掲

げる旧介護予防サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表

の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第４３条第３項 基準該当訪問介護（指定居

宅サービス等基準条例第４

３条第１項に規定する基準 

法第１１５条の４５第１項第１

号イに規定する第１号訪問事業

（基準該当介護予防訪問介護に 

 該当訪問介護をいう。以下 相当するものとして市長が定め

るものに限る。） 同じ。）の事業 



同項及び同条第２項に規定

する 

市長の定める当該第１号訪問事

業の 

第４５条第２項 基準該当訪問介護の事業 第４３条第３項に規定する第１

号訪問事業 

指定居宅サービス等基準条

例第４５条第１項に規定す

る 

市長の定める当該第１号訪問事

業の 

 （介護予防通所介護に関する経過措置） 

第４条 旧法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第８条の２

第７項に規定する介護予防通所介護（以下「旧指定介護予防通所介護」という。）又は

旧法第５４条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第８条

の２第７項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス（以下「旧基

準該当介護予防通所介護」という。）については，旧介護予防サービス等基準条例第８

条から第１４条まで（第１１０条及び第１１８条において準用する場合に限る。），第

１５条（第１１０条において準用する場合に限る。），第１６条（第１１０条及び第１

１８条において準用する場合に限る。），第１７条（第１１０条及び第１１８条におい

て準用する場合に限る。），第１９条（第１１０条及び第１１８条において準用する場

合に限る。），第２１条（第１１０条及び第１１８条において準用する場合に限る。），

第２４条（第１１０条及び第１１８条において準用する場合に限る。），第２５条（第

１１０条及び第１１８条において準用する場合に限る。），第３１条から第３４条まで

（第１１０条及び第１１８条において準用する場合に限る。），第３５条第１項から第

４項まで（第１１０条及び第１１８条において準用する場合に限る。），第３５条第５

項及び第６項（第１１０条において準用する場合に限る。），第３６条（第１１０条及

び第１１８条において準用する場合に限る。），第３８条（第１１０条及び第１１８条

において準用する場合に限る。），第９８条から第１１８条まで，第１６９条，第１７

０条第５項，第１７３条第１項及び第１７４条の規定は，なおその効力を有する。

第５条 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サービス等基準

条例第９９条第１項第３号及び第９項並びに第１０１条第５項の規定は，旧指定介護予



防通所介護の事業を行う者が介護保険法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第

１号通所事業（旧指定介護予防通所介護に相当するものとして市長が定めるものに限

る。）に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合に

おいて，次の表の左欄に掲げる旧介護予防サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲

げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第９９条第１項第３

号 

指定通所介護事業者（指定

居宅サービス等基準条例第

１０２条第１項に規定する

指定通所介護事業者をい

う。以下同じ。） 

法第１１５条の４５第１項第１

号ロに規定する第１号通所事業

（前条に規定する指定介護予防

通所介護に相当するものとして

市長が定めるものに限る。）に

係る指定事業者 

指定通所介護（指定居宅サ

ービス等基準条例第１０１

条に規定する指定通所介護

をいう。以下同じ。）の事

業 

当該第１号通所事業 

指定介護予防通所介護又は

指定通所介護 

指定介護予防通所介護又は当該

第１号通所事業 

第９９条第９項 指定通所介護事業者 第１項第３号に規定する第１号

通所事業に係る指定事業者 

指定通所介護の事業 当該第１号通所事業 

指定居宅サービス等基準条

例第１０２条第１項から第

８項までに規定する 

市長の定める当該第１号通所事

業の 

第１０１条第５項 指定通所介護事業者 第９９条第１項第３号に規定す

る第１号通所事業に係る指定事

業者 

 指定通所介護の事業 当該第１号通所事業 



 指定居宅サービス等基準条

例第１０４条第１項から第

３項までに規定する 

市長の定める当該第１号通所事

業の 

２ 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サービス等基準条例

第１１５条第１項第３号及び第８項並びに第１１７条第４項の規定は，旧基準該当介護

予防通所介護の事業と介護保険法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通

所事業（旧基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市長が定めるものに限

る。）を同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合

において，次の表の左欄に掲げる旧介護予防サービス等基準条例の規定中同表の中欄に

掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第１１５条第１項第

３号 

基準該当通所介護（指定居

宅サービス等基準条例第１

３４条第１項に規定する基

準該当通所介護をいう。以

下同じ。）の事業 

法第１１５条の４５第１項第１

号ロに規定する第１号通所事業

（基準該当介護予防通所介護に

相当するものとして市長が定め

るものに限る。） 

基準該当介護予防通所介護

又は基準該当通所介護 

基準該当介護予防通所介護又は

当該第１号通所事業 

第１１５条第８項 基準該当通所介護の事業 第１項第３号に規定する第１号

通所事業 

指定居宅サービス等基準条

例第１３４条第１項から第

７項までに規定する 

市長の定める当該第１号通所事

業の 

第１１７条第４項 基準該当通所介護の事業 第１１５条第１項第３号に規定

する第１号通所事業 

指定居宅サービス等基準条

例第１３６条第１項から第

３項までに規定する 

市長の定める当該第１号通所事

業の 

第６条 整備法附則第１３条の規定により指定を受けたものとみなされた者に係る第２条



の規定による改正後の岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並び

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例（以下「新介護予防サービス等基準条例」という。）第２３６条第２項の

適用については，同項中「指定事業者（」とあるのは「指定事業者（地域における医療

及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年

法律第８３号）附則第１３条の規定により指定を受けたものとみなされた者を含む。」

とする。 

２ 新介護予防サービス等基準条例第２３６条第２項の規定により旧指定介護予防訪問介

護を行う事業者及び旧指定介護予防通所介護を行う事業者が受託介護予防サービス事業

者となる場合において，同条第３項中「指定通所介護をいう。以下同じ。）」とあるの

は「指定通所介護をいう。以下同じ。），地域における医療及び介護の総合的な確保を

推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１

条又は第１４条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第５条によ

る改正前の法（以下「旧法」という。）第５３条第１項に規定する指定介護予防サービ

ス（以下この項において「旧指定介護予防サービス」という。）に該当する旧法第８条

の２第２項に規定する介護予防訪問介護（次項において「指定介護予防訪問介護」とい

う。）」と，「，指定介護予防訪問リハビリテーション」とあるのは「，指定介護予防

訪問リハビリテーション，旧指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護（次項

において「指定介護予防通所介護」という。）」と，同条第４項第１号中「指定訪問介

護」とあるのは「指定訪問介護若しくは指定介護予防訪問介護」と，同項第２号中「指

定通所介護」とあるのは「指定通所介護若しくは指定介護予防通所介護」とする。 

提案理由 

 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴い，所要の措置を講ずるため，

本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ８ 号 議 案 

   岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

 岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例（平成２４年市条例第９１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中「第８条の２第１４項」を「第８条の２第１２項」に改める。 

 第７条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め，同項を同条第５項とし，

同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が第

１項に掲げる設備を利用し，夜間及び深夜に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には，当該サービスの内容を当該サ

ービスの提供の開始前に当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

に係る指定を行った市長に届け出るものとする。 

 第８条第１項中「第４５条第６項第２号」及び「第４５条第６項第３号」を「第４５条



第６項」に改める。 

 第９条第１項中「，指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」を「又は指定介護

予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居（法第８条第１９項又は法

第８条の２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに」に改め，「指

定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「においては施設」を加え，同条第２項中「第４

５条第６項第４号」を「第４５条第６項」に改める。 

 第３８条に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，第７条第４項の単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は，第

１項及び第２項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。 

 第４５条第６項中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれか

に掲げる施設等が併設されている」を「次の表の左欄に掲げる」に，「当該各号」を「同

表の中欄」に改め，「ときは，」の次に「同表の右欄に掲げる」を加え，同項各号を削り，

同項に次の表を加える。 

当該指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事

業所に中欄に掲げる施

設等のいずれかが併設

されている場合 

指定認知症対応型共同生活介護事業所，指定

地域密着型特定施設，指定地域密着型介護老

人福祉施設又は指定介護療養型医療施設（医

療法第７条第２項第４号に規定する療養病床

を有する診療所であるものに限る。） 

介護職員 

当該指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事

業所の同一敷地内に中

欄に掲げる施設等のい

ずれかがある場合 

前項中欄に掲げる施設等，指定居宅サービス

の事業を行う事業所，指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所，指定認知症対応型

通所介護事業所，指定介護老人福祉施設又は

介護老人保健施設 

看護師又

は准看護

師 

 第４５条第７項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者」に，「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業 

所」に改め，同条第８項中「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従

業者」に改め，同条第１０項中「第８条の２第１８項」を「第８条の２第１６項」に，



「第６項各号」を「第６項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄

に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄」に改める。 

 第４６条第１項ただし書中「前条第６項各号」を「前条第６項の表の当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の

項の中欄」に，「若しくは同一敷地内の」を「，同一敷地内の」に改め，「を含む。）」

の次に「若しくは法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業

（同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）」を加え，同条第３項中

「指定複合型サービス事業所」の次に「（指定地域密着型サービス基準条例第１９５条に

規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。）」を加える。 

 第４８条第１項中「２５人」を「２９人」に改め，同条第２項第１号中「１５人（」の

次に「登録定員が２５人を超える指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，

登録定員に応じて，次の表に定める利用定員，」を加え，同号に次の表を加える。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

 第６４条中「第４５条第６項各号」を「第４５条第６項」に改める。 

 第６６条中「及び第３２条から第３９条まで」を「，第３２条から第３７条まで，第３

８条（第４項を除く。）及び第３９条」に改める。 

 第６７条第２項中「行うとともに，定期的に外部の者による評価を受けて」を「行い」

に改める。 

 第７１条中「第８条の２第１７項」を「第８条の２第１５項」に改める。 

 第７５条第１項に次のただし書を加える。 

  ただし，指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困難であ

ることその他地域の実情により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の効率

的運営に必要と認められる場合は，一の事業所における共同生活住居の数を３とする

ことができる。 

 第８７条中「第３７条から第３９条まで」を「第３７条，第３８条（第４項を除く。），



第３９条」に改める。 

   附 則 

 この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

提案理由 

 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴い，所要の措置を講ずるため，

本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ９ 号 議 案 

岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を次

のように制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例 

 岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２６年市条例第３２

号）の一部を次のように改正する。 

 第１２条中「又は」を「及び」に，「若しくは」を「又は」に改める。 

 第１５条第１号中「第１４０条の６６第１号」を「第１４０条の６６第１号ロ（２）」

に改め，同条第５号中「指定包括支援センター」を「地域包括支援センター」に，「地域

ケア会議」を「法第１１５条の４８第１項に規定する会議（以下「地域ケア会議」とい

う。）」に改める。 

 第３１条第２項第１号中「第３３条第１３号」を「第３３条第１４号」に改め，同項第

２号エ中「第３３条第１４号」を「第３３条第１５号」に改め，同号オ中「第３３条第１

５号」を「第３３条第１６号」に改める。 

 第３３条中第２６号を第２７号とし，第１８号から第２５号までを１号ずつ繰り下げ， 



同条第１７号中「第１２号」を「第１３号」に，「第１３号」を「第１４号」に改め，同

号を同条第１８号とし，同条中第１６号を第１７号とし，同条第１５号イ中「指定介護予

防通所介護事業所（指定介護予防サービス等基準条例第９９条第１項に規定する指定介護

予防通所介護事業所をいう。）又は」を削り，同号を同条第１６号とし，同条中第１４号

を第１５号とし，第１３号を第１４号とし，同条第１２号中「介護予防訪問介護計画（岡

山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年市

条例第９０号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）第４１条第２号に規

定する介護予防訪問介護計画をいう。）」を「介護予防訪問入浴介護計画」に改め，同号

を同条第１３号とし，同号の前に次の１号を加える。 

(12) 担当職員は，介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス事業者等

に対して，介護予防訪問入浴介護計画（岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第９０号。以下「指定介護予防

サービス等基準条例」という。）第５９条第２号に規定する介護予防訪問入浴介護計

画をいう。次号において同じ。）等指定介護予防サービス等基準条例において位置付

けられている計画の提出を求めるものとする。 

 第３３条に次の１号を加える。 

(28) 指定介護予防支援事業者は，法第１１５条の４８第４項の規定に基づき，地域ケ

ア会議から，同条第２項の検討を行うための資料又は情報の提供，意見の開陳その他

必要な協力の求めがあった場合には，これに協力するよう努めなければならない。 

   附 則 

この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

提案理由 

 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴い，所要の措置を講ずるため，

本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ４ ０ 号 議 案 

   岡山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条

例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の一部を

改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条 

例の一部を改正する条例 

岡山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例（平成１

８年市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「５０人」を「５５人」に改める。 

   附 則 

 この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

提案理由 

 岡山市障害者総合支援審査会の委員の定数を増員することにより，障害福祉サービスの

支給決定の円滑化を図るため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ４ １ 号 議 案 

   岡山市障害者生活支援センター条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市障害者生活支援センター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものと

する。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市障害者生活支援センター条例の一部を改正する条例 

 岡山市障害者生活支援センター条例（平成１８年市条例第１１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第７条を第１８条とする。 

第６条中「使用者」の次に「又は指定管理者」を加え，同条を第１７条とする。 

第５条中「使用を停止された」を「使用の許可を取り消された」に改め，同条に次の１

項を加え，同条を第１６条とする。 

２ 指定管理者は，その指定の期間が満了したとき，又は指定を取り消され，若しくは管 

理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは，その管理しなくなった施設又

は設備を直ちに原状に復さなければならない。 

第４条を削る。 

第３条に次の１項を加える。 

２ 使用料は，前納とする。ただし，市長が後納を認める場合は，この限りでない。 

第３条を第１１条とし，同条の次に次の４条を加える。 

（利用料金） 

第１２条 第２条の規定により，センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては， 

前条の規定にかかわらず，使用者は，次項の規定により定められた利用料金を指定管理

者に前納しなければならない。ただし，指定管理者が後納を認める場合は，この限りで



ない。 

２ 指定管理者が管理するセンターの施設の利用料金は，別表に掲げる額の範囲内におい 

て，指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。 

（使用料の還付） 

第１３条 既納の使用料は，還付しない。ただし，使用者の責めによらないで，センター 

の使用ができなくなったとき，又は市長が相当の理由があると認めたときは，この限り 

でない。 

（利用料金の収入） 

第１４条 利用料金は，指定管理者の収入として収受させる。 

（指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い） 

第１５条 使用者は，指定管理者の指定が取り消されたとき，又は管理の業務の全部の停 

止を命ぜられたときは，第１２条第２項の規定により定められた額をセンターの使用料 

として市に納付しなければならない。 

第２条中「であって，センターの使用について登録したもの」を削り，同条を第６条と 

し，同条の次に次の４条を加える。 

（使用の許可） 

第７条 センターを使用しようとする者は，あらかじめ市長に申請し，その許可を受けな 

ければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも，同様とする。 

２ 市長は，前項の許可をする場合において，センターの管理上必要があると認めるとき 

は，条件を付することができる。  

（使用許可の制限） 

第８条 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，センターの使用を許可してはな 

らない。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

(2) センターの施設又は設備をき損し，汚損し，又は滅失するおそれがあると認められ

るとき。 

(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。 

（目的外の使用の禁止等） 



第９条 センターの使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，許可を受けた 

目的以外にセンターを使用し，又は使用する権利を譲渡し，若しくは転貸することがで

きない。 

（使用許可の取消し等） 

第１０条 市長は，使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上や 

むを得ない事態が発生したときは，許可した事項を変更し，又は許可を取り消し，若し 

くは使用の禁止を命ずることができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用許可の条件に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正な手段によって使用許可を受けたとき。 

(3) 第８条各号のいずれかに該当するとき。 

２ 前項の規定により，使用者が損害を受けることがあっても，市はその賠償の責めを負 

わない。 

第１条の次に次の４条を加える。 

（指定管理者による管理等） 

第２条 センターの管理に関する業務のうち，次に掲げるものについては，地方自治法 

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により，市長が指定するもの 

（以下「指定管理者」という。）に行わせることができる。 

(1) センターの使用の許可に関する業務 

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務 

(3) その他センターの管理上市長が必要と認める業務 

（指定管理者の指定等） 

第３条 センターの指定管理者の指定を受けようとするものは，センターの事業計画書そ 

の他規則で定める書類を添えて，市長に申請しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による申請があったときは，次の各号のいずれにも該当するもの 

のうちから指定管理者の候補者を選定し，議会の議決を経て指定管理者を指定しなけれ

ばならない。 

(1) その事業計画によるセンターの運営が住民の平等利用を確保することができるもの

であること。 



(2) その事業計画の内容がセンターの効用を最大限に発揮させるとともに，その管理に

係る経費の縮減が図られるものであること。 

(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。 

(4) その他市長が必要と認める事項 

３ 市長は，指定管理者の指定をしたとき，若しくはその指定を取り消したとき，又は管 

理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは，遅滞なくその旨を公告しなければ 

ならない。 

４ 市長は，指定管理者の指定の期間満了に伴い，指定管理者として指定されているもの

（以下「現指定管理者」という。）から第１項の規定による申請があった場合において，

同項に規定する書類を審査し，かつ，実績等を考慮して，現指定管理者がセンターの設

置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは，現指定管理者を指

定管理者の候補者として選定することができる。 

第４条 指定管理者は，指定が効力を有する間，第７条，第８条及び第１０条に規定する 

市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし，地方自治法第２４４条 

の２第１１項の規定により，管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間におけ 

る当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第５条 指定管理者は，毎年度終了後速やかに，次の事項を記載した事業報告書を作成し， 

市長に提出しなければならない。ただし，年度の途中において指定を取り消されたとき 

は，その取消しをされた日から起算して３０日以内に当該年度の当該日までの事業報告

書を提出しなければならない。 

(1) センターの管理業務の実施状況及び使用状況 

(2) センターの利用料金の収入の実績 

(3) センターの管理に係る経費の収支状況 

(4) その他規則で定める事項 

別表中「第３条」を「第１１条，第１２条」に改める。 

   附 則 

この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 



提案理由 

 障害者生活支援センターについて，指定管理者制度を導入するため，本条例の一部を改

正しようとするものである。 



甲 第 ４ ２ 号 議 案

   岡山市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例の制定について

 岡山市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。

  平成２７年 ２ 月１６日提出

岡山市長  大  森  雅  夫

岡山市条例第   号

   岡山市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例

 岡山市食品衛生法施行条例（平成１２年市条例第２５号）の一部を次のように改正する。

第３条中「別表」を「危害分析・重要管理点方式（食品の安全性を確保する上で重要な

危害の原因となる物質及び当該危害が発生するおそれのある工程の特定，評価及び管理を

行う衛生管理の方式をいう。以下同じ。）を用いて衛生管理を行う場合にあっては別表第

１，危害分析・重要管理点方式を用いないで衛生管理を行う場合にあっては別表第２」に

改める。 

 別表中「管理運営基準」を「危害分析・重要管理点方式を用いて衛生管理を行う場合の

管理運営基準」に改め，同表第１の部中３の項を削り，４の項を３の項とし，５の項を４

の項とし，６の項を５の項とし，７の項を削る。 

 別表の第２の部中６の項を８の項とし，３の項から５の項までを５の項から７の項まで

とし，同部２の項中「作業前又は作業中適宜手指の洗浄及び消毒を行わせ，」を削り，同

項を同部４の項とし，同部１の項の次に次の２項を加える。 

２ 食品取扱者に指輪等の装飾品，腕時計，ヘアピン，安全ピン等を食品取扱場所に持

ち込ませないこと。 

３ 食品取扱者に作業前又は作業中適宜手指の洗浄及び消毒を十分に行わせ，使い捨て

手袋を使用する場合には交換を行わせること。 

別表中第８の部を削り，第７の部を第１０の部とし，第６の部を削り，同表第５の部４

の項中「の方法」を「及び適切な手洗いの方法，健康管理」に改め，同部を同表第９の部



とし，同表中第４の部を第８の部とし，第３の部の次に次の４部を加える。 

第４ 危害分析・重要管理点方式を用いて衛生管理を行う班の編成 

危害分析・重要管理点方式を用いて衛生管理を行うため，食品衛生管理者，食品衛生責

任者その他の製品についての知識及び専門的な技術を有する者により構成される班を編成

すること。 

第５ 製品説明書及び製造工程一覧図 

１  製品について，原材料等の組成，水分活性，水素イオン指数等の物理的又は化学的

性質，加熱処理，凍結，加塩，くん煙等の殺菌等のための処理の方法，包装の形態，

保存性，保管条件，流通方法その他製品の安全性に関して必要な事項及び想定する使 

用方法，消費者等を記載した説明書（以下「製品説明書」という。）を作成すること。 

２ 製品の全ての製造工程が記載された図表（以下「製造工程一覧図」という。）を作

成すること。 

３ 製造工程一覧図について，実際の製造工程及び施設設備の配置と照合して適切か否

かを確認し，適切でない場合は，製造工程一覧図の修正を行うこと。 

第６ 食品等の取扱い 

１ 次に掲げる方法により製品の製造工程における全ての潜在的な食品衛生上の危害の

原因となる物質（以下「危害原因物質」という。）を列挙し，当該危害の程度，発生

する過程等を分析し，特定された危害原因物質を管理すること。 

（１） 製造工程ごとに発生するおそれのある全ての危害原因物質の一覧表（以下「危

害要因リスト」という。）を作成し，人の健康に悪影響を及ぼす可能性，製品の特

性等を考慮して，各製造工程における危害原因物質を特定すること。 

（２） （１）の規定により特定された危害原因物質について，食品衛生上の危害が発

生するおそれのある工程ごとに，当該危害原因物質及び当該危害の発生を防止する

ための措置（以下「管理措置」という。）を検討し，危害要因リストにその結果を

記載すること。 

（３） （１）の規定により特定された危害原因物質による危害の発生を防止するため， 

製造工程のうち，管理措置の実施状況の連続的な又は相当の頻度の確認（以下「モ

ニタリング」という。）を必要とするもの（以下「重要管理点」という。）を定め



ることとし，重要管理点を定めない場合は，その理由を記載した文書を作成するこ

と。 

（４） 重要管理点を定めるに当たっては，同一の危害原因物質を管理するための重要

管理点が複数存在する可能性があることに留意するとともに，定めようとする重要

管理点における管理措置によっては危害原因物質を十分に管理することができない

場合には，当該重要管理点又はその前後の工程において適切な管理措置を講ずるこ

とができるように製品の仕様又は製造工程を見直すこと。 

（５） 各重要管理点において危害原因物質を許容することができる水準まで低減し，

又は排除するための基準（以下「管理基準」という。）を定めること。 

（６） 管理基準は，危害原因物質が許容することができる水準であるか否かを判断す

るための基準であり，温度，時間，水分の含有量，水素イオン指数，水分活性，有

効塩素濃度その他の測定することができる指標又は外観，食感その他の官能的指標

によること。 

（７） 管理基準の遵守状況を確認し，管理基準が遵守されていない製造工程を経た製

品の出荷を防止するため，モニタリングの方法を定め，十分な頻度で実施し，その

担当者及び責任者に当該モニタリングに関する全ての記録に署名させること。 

（８） モニタリングにより重要管理点における管理措置が適切に講じられていないと

認められた場合に講ずべき措置（管理基準が遵守されていない製造工程を経た製品

の適切な処理を含む。以下「改善措置」という。）を，重要管理点について定め，

適切に実施すること。 

（９） （１）から（８）までに掲げる方法について，食品衛生上の危害の発生が適切

に防止されていることを確認するため，十分な頻度で検証を行うこと。 

２ 施設，設備，人的な処理能力等に応じた食品の取扱いを行い，適切な受注管理を行

うこと。 

３ 食品の販売に当たっては，食品を直接日光にさらし，又は不適切な温度で販売する

ことのないように衛生管理に注意すること。 

４ 添加物製造業にあっては，製品の見やすい位置にロット番号を記入すること。 

第７ 記録の作成及び保存 



１ 危害の程度等の分析，管理措置，重要管理点及び管理基準の内容（これらの決定の

過程を含む。），モニタリング，改善措置及び第６の１の（９）の規定による検証の 

結果等について記録を作成し，製品説明書及び製造工程一覧図とともに保存すること。 

２ 食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において，取り扱う食品等に係る仕入

元，出荷先，販売先，製造，加工，調理等の状態その他必要な事項に関する記録を作

成し，これを保存するように努めること。  

３ １及び２の規定による保存の期間は，取り扱う食品等の流通実態，消費期限，賞味

期限等に応じて合理的な期間を設定すること。  

別表に次の１部を加える。 

第１１ 情報の提供 

１ 製造し，加工し，又は輸入した食品等に関する消費者からの健康被害（医師により， 

当該症状が製造し，加工し，又は輸入した食品等に起因し，又は起因する疑いがある

と診断されたものに限る。）及び法に違反する食品等に関する情報について，保健所

へ速やかに報告すること。 

２ 消費者等から，製造し，加工し，又は輸入した食品等に係る異味又は異臭の発生，

異物の混入等に関する苦情であって，健康被害につながるおそれがあるものを受けた

場合は，その旨を保健所へ速やかに報告すること。 

別表を別表第１とし，同表の次に次の１表を加える。 

別表第２（第３条関係） 

危害分析・重要管理点方式を用いないで衛生管理を行う場合の管理運営基準 

第１ 食品取扱施設等における衛生管理 

別表第１の第１によること。 

第２ 食品取扱者に係る衛生管理 

別表第１の第２によること。 

第３ 食品衛生責任者 

別表第１の第３によること。 

第４ 食品等の取扱い 

１ 施設，設備，人的な処理能力等に応じた食品の取扱いを行い，適切な受注管理を行



うこと。 

２ 食品等の仕入れに当たっては，適切な管理が行われたものを仕入れ，品質，鮮度，

表示等について確認すること。 

３ 原材料は，使用期限等に応じ適切な順序で使用すること。 

４ 製造，加工，調理等の各工程においては，食品を衛生的に取り扱うとともに，食品

の特性に応じて，時間及び温度の管理に十分配慮し，必要に応じてその管理の状況を

記録しておくこと。 

５ 加熱，冷却，乾燥等特に食品衛生上重点的に管理をする必要のある工程は，適正に

管理すること。 

６ 製造，加工，調理等の各工程においては，食品を他の工程の食品と区別して取り扱

う等設備，機械，器具又は食品取扱者を介した食品の相互汚染を防止すること。 

７ 製造，加工，調理等の全工程において，食品へ異物，不衛生な物及び原材料として

使用していないアレルギー物質が混入しないように措置を講ずること。 

８ 添加物は，正確に計量し，適正に使用すること。 

９ 再使用を行う容器包装は，洗浄及び消毒が容易なものを用いること。 

１０ 食品の販売に当たっては，食品を直接日光にさらし，又は不適切な温度で販売す

ることのないように衛生管理に注意すること。 

１１ 添加物製造業にあっては，製品の見やすい位置にロット番号を記入すること。 

第５ 記録の作成及び保存 

別表第１の第７の２及び３によること。 

第６ 回収 

別表第１の第８によること。 

第７ 管理運営 

別表第１の第９によること。 

第８ 衛生検査 

１ 別表第１の第９の１に掲げる営業者は，原材料並びに製造し，又は加工した食品及

び添加物について，月１回以上衛生検査を行い，その検査の記録を１年間以上保存す

ること。 



２ １に掲げる営業者以外の営業者にあっては，適宜衛生検査を行い，食品及び添加物

の衛生状態を確認すること。 

第９ 運搬 

別表第１の第１０によること。 

第１０ 情報の提供 

別表第１の第１１によること。 

   附 則 

 この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

提案理由 

 営業施設内外の清潔保持等の食品等事業者が公衆衛生上講ずべき措置について，必要な

基準を定めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ４ ３ 号 議 案 

   岡山市立認定こども園条例の制定について 

 岡山市立認定こども園条例を次のように制定するものとする。 

平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

岡山市立認定こども園条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，岡山市立幼保連携型認定こども園（以下「認定こども園」とい

う。）の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は，子ども・子育て支援法（平成２４年法

律第６５号。以下「支援法」という。）で使用する用語の例による。 

 （設置） 

第３条 就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成

１８年法律第７７号）第２条第７項の規定に基づき，義務教育及びその後の教育の基礎

を培うものとしての満３歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに

対する保育を一体的に行い，これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境

を与えて，その心身の発達を助長するとともに，保護者に対する子育ての支援を行うた

め，本市に認定こども園を設置する。 

 （名称及び位置） 

第４条 認定こども園の名称及び位置は，次のとおりとする。 

 岡山市中山認定こども園 岡山市北区一宮６３８番地３ 

 岡山市御津金川認定こども園 岡山市北区御津金川４７６番地 

 岡山市太伯認定こども園 岡山市東区神崎町２２番地１ 



 岡山市 崎認定こども園 岡山市南区片岡１８８番地 

（入園の資格） 

第５条 認定こども園に入園することのできる者は，支援法第１９条第１項各号に掲げる

小学校就学前子どもであって，日常生活に支障がないものとする。 

（入園の許可） 

第６条 認定こども園に前条の小学校就学前子どもを入園させようとするときは，その保

護者は，市長の許可を受けなければならない。 

 （入園の許可の取消し） 

第７条 市長は，次の各号のいずれかに該当する場合は，認定こども園の入園の許可を取

り消すことができる。 

 (1) 利用する必要がなくなったと認めるとき。 

 (2) 不正又は偽りの行為によって入園していることが判明したとき。 

 (3) その他管理運営上特に支障があると認めるとき。 

 （利用料） 

第８条 第６条の規定により入園の許可を受けた者は，使用料（以下「利用料」とい

う。）を納付しなければならない。 

２ 前項の利用料の額は，岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者

負担額に関する条例（平成２７年市条例第  号）に定めるところによる。 

３ 利用料は，毎月末日（１２月にあっては，２５日）までにその月分を納付しなければ

ならない。ただし，その日が民法（明治２９年法律第８９号）第１４２条に規定する休

日又は土曜日に該当するときは，これらの日の翌日を納期限とする。 

４ 既納の利用料は，還付しない。ただし，市長が特に必要があると認めたときは，その

全部又は一部を還付することができる。 

 （利用料の減免） 

第９条 市長は，特に必要があると認めたときは，利用料を減免することができる。 

 （委任） 

第１０条 この条例の施行について必要な事項は，市長が別に定める。 

   附 則 



（施行期日） 

１ この条例は，平成２７年４月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日か 

ら施行する。 

（準備行為） 

２ 認定こども園の入園に係る手続その他の準備行為は，この条例の施行の日（以下「施

行日」という。）前においても，行うことができる。 

 （経過措置） 

３ 施行日の前日において岡山市立幼稚園に在園する小学校就学前子ども（施行日以後に

退園（引き続き他の岡山市立幼稚園又は認定こども園に入園する場合を除く。）する者

を除く。）が支援法第１９条第１項第１号に該当するものとして認定こども園を利用す

る場合に，利用料の額が月額６，３００円を超えるときは，第８条の規定にかかわらず，

月額６，３００円とする。 

 （岡山市立保育所条例の一部改正） 

４ 岡山市立保育所条例（昭和３９年市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条の表岡山市中山保育園の項，岡山市金川保育園の項，岡山市太伯保育園の項及

び岡山市 崎保育園の項を削る。 

 （岡山市立学校条例の一部改正） 

５ 岡山市立学校条例（昭和３９年市条例第４９号）の一部を次のように改正する。 

  第１条第１号の表岡山市立中山幼稚園の項，岡山市立御津幼稚園の項，岡山市立太伯

幼稚園の項及び岡山市立 崎幼稚園の項を削る。 

提案理由 

  岡山市立認定こども園を設置し，及び管理について定めるため，本条例を制定しようと

するものである。 



甲 第 ４ ４ 号 議 案 

   岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額に関す 

る条例の制定について 

 岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額に関する条例を次 

のように制定するものとする。 

平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額に関す 

る条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用に関し，支給 

認定保護者が負担する費用（以下「利用者負担額」という。）について必要な事項を定 

めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は，子ども・子育て支援法（平成２４年法 

律第６５号。以下「支援法」という。）で使用する用語の例による。 

 （利用者負担額） 

第３条 支援法第２７条第３項第２号，第２８条第２項第１号並びに附則第９条第１項第 

１号イ及び第２号イ（１）に規定する政令で定める額を限度として当該支給認定保護者 

の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額は，次の各号に掲げる

支給認定区分に応じ，当該各号に定める額とする。 

(1) １号認定（支援法第２０条第１項に規定する認定であって，支援法第１９条第１項

第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものをいう。以下同じ。） 別表第

１に定める額 



(2) ２号認定（支援法第２０条第１項に規定する認定であって，支援法第１９条第１項

第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものをいう。以下同じ。）又は３号

認定（支援法第２０条第１項に規定する認定であって，支援法第１９条第１項第３号

に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものをいう。以下同じ。） 別表第２に定

める額 

２ 支援法第２８条第２項第３号に規定する政令で定める額を限度として当該支給認定保 

護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額は，別表第１に定 

める額とする。 

３ 支援法第２８条第２項第２号，第２９条第３項第２号，第３０条第２項第１号から第 

３号まで並びに附則第９条第１項第２号ロ（１）及び第３号イ（１）に規定する政令で 

定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘 

案して市が定める額は，別表第２に定める額とする。 

４ 前３項の市が定める額の算定に当たっての年齢は，当該年度の初日の前日における年 

 齢によるものとし，当該年度中は，その年齢を適用する。 

 （利用者負担額の徴収） 

第４条 市長は，支援法附則第６条第４項の規定により，特定保育所に保育費用を支払っ 

た場合において，当該保育費用に係る保育認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者 

から別表第２に定める額を徴収する。 

 （利用者負担額の通知） 

第５条 市長は，子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第７条 

の規定により利用者負担額を決定したとき又はその額を変更したときは，支給認定保護 

者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育 

事業者に通知しなければならない。 

 （利用者負担額の減免） 

第６条 市長は，特に必要があると認めたときは，利用者負担額を減免することができる。 

 （委任） 

第７条 この条例の施行に必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 



 （施行期日） 

１ この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 利用者負担額の決定及び通知その他の準備行為は，この条例の施行の日前においても， 

 行うことができる。 



別表第１（第３条関係） 

支給認定区分：１号認定 

各月初日の支給認定子どもの属する世帯の階層区分 

利用者負担額

(月額 単位：円) 

階

層

区

分

定 義 

Ａ

階

層

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯（単

給世帯を含む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）による支援給付受給世帯 

0

Ｂ

階

層

Ａ階層を除き，前年度分の市町村民税の

額の区分が次の区分に該当する世帯 

非課税及び均等割のみ

課税 

3,000

Ｃ

階

層

１ 所得割の額  

77,100円以下 

6,300

２ 所得割の額 

211,200円以下 

7,300

３ 所得割の額 

211,201円以上 

8,300

備考 

１ この表において，市町村民税の額のうち「均等割」とは，地方税法（昭和２５年法律 

第２２６号）第２９２条第１項第１号に規定する均等割をいい，「所得割」とは，同項 

第２号に規定する所得割をいう。ただし，当該所得割を計算する場合には，同法第３１ 

４条の７及び第３１４条の８並びに同法附則第５条第３項及び第５条の４第６項の規定 

は適用しないものとする。 

２ 同一世帯において，満９歳に達する日以後の最初の３月３１日までにある子どものう 

ち年齢の高い順から数えて２人目以降の子どもが，幼稚園，学校教育法（昭和２２年法 



律第２６号）第７６条第２項に規定する特別支援学校幼稚部又は認定こども園を利用し 

ている場合，当該子どもに係る利用者負担額は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各 

号に定める額とする。 

(1) ２人目の支給認定子どもに係る利用者負担額 この表の額の２分の１ 

(2) ３人目以降の支給認定子どもに係る利用者負担額 ０円 

３ 支給認定子どもの属する世帯が次に掲げる世帯である場合には，この表の規定にかか 

わらず，Ｂ階層と認定されたときの利用者負担額は０円とし，Ｃ階層１と認定されたと 

きの利用者負担額はこの表に掲げる当該階層の利用者負担額から１，０００円を差し引 

いた額とする。 

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）に規定

する配偶者のない女子又は男子で現に支給認定子どもを扶養しているものの世帯をい

う。 

(2) 在宅障害児（者）のいる世帯 次に掲げる児（者）を有する世帯をいう。 

    ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に定める身体障害者手

帳の交付を受けた者 

    イ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）に定める療育

手帳の交付を受けた者 

    ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５ 

条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

    エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）に定める 

特別児童扶養手当の支給対象児 

オ 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に定める国民年金の障害基礎年金等の

受給者 

    (3) その他の世帯 支給認定保護者の申請に基づき，生活保護法に定める要保護者等特 

に困窮していると市長が認めた世帯をいう。 



別表第２（第３条関係） 

支給認定区分：２号認定又は３号認定 

各月初日の支給認定子どもの属する

世帯の階層区分 

利用者負担額(月額 単位：円) 

保育標準時間 保育短時間 

階

層

区

分 

定 義 ３歳未満 ３歳 ４歳以上 ３歳未満 ３歳 ４歳以上 

Ａ

階

層 

生活保護法による被保護世帯

（単給世帯を含む。）及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律によ

る支援給付受給世帯 

0 0 0 0 0 0 

Ｂ

階

層 

Ａ階層を

除き，前

年度分の

市町村民

税の額の

区分が次

の区分に

該当する

世帯 

非課税 6,300 4,700 4,700 6,300 4,700 4,700 

Ｃ

階

層 

１ 均等割のみ課 

税 

13,500 11,100 11,100 13,200 10,900 10,900 

２ 所得割の額

10,800円未満 

15,700 13,100 13,100 15,400 12,800 12,800 

３ 所得割の額

10,800円以上 

48,600円未満 

17,900 15,700 15,700 17,500 15,400 15,400 

４ 所得割の額

48,600円以上 

65,000円未満 

19,400 16,300 16,300 19,000 16,000 16,000 



  ５ 所得割の額

65,000円以上 

81,000円未満 

24,700 21,600 21,600 24,200 21,200 21,200 

６ 所得割の額

81,000円以上 

97,000円未満 

30,000 27,000 27,000 29,400 26,500 26,500 

７ 所得割の額

97,000円以上 

121,000円未満 

31,500 28,800 28,200 30,900 28,300 27,700 

８ 所得割の額

121,000円以上 

145,000円未満 

37,300 31,300 28,200 36,600 30,700 27,700 

９ 所得割の額

145,000円以上 

169,000円未満 

43,100 33,800 28,200 42,300 33,200 27,700 

10 所得割の額

169,000円以上 

301,000円未満 

45,700 35,900 29,900 44,900 35,200 29,300 

11 所得割の額

301,000円以上 

397,000円未満 

48,000 37,500 31,200 47,100 36,800 30,600 

12 所得割の額

397,000円以上 

55,700 37,500 31,200 54,700 36,800 30,600 

備考 

１ この表において，「保育標準時間」とは，支援法第２０条第３項に規定する保育必

要量の認定のうち，子ども・子育て支援法施行規則第４条第１項の規定により，保育

の利用について１月当たり平均２７５時間まで（１日当たり１１時間までに限る。）

の区分により行われるものをいい，「保育短時間」とは，同項の規定により，保育の



利用について１月当たり平均２００時間まで（１日当たり８時間までに限る。）の区

分により行われるものをいう。 

２ この表において，市町村民税の額のうち「均等割」とは，地方税法第２９２条第１

項第１号に規定する均等割をいい，「所得割」とは，同項第２号に規定する所得割を

いう。ただし，当該所得割を計算する場合には，同法第３１４条の７及び第３１４条

の８並びに同法附則第５条第３項及び第５条の４第６項の規定は適用しないものとす

る。 

  ３ 同一世帯において保育所，幼稚園，学校教育法第７６条第２項に規定する特別支援

学校幼稚部，認定こども園，地域型保育事業，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援若しくは同条第３項に規定する医

療型児童発達支援を利用し，又は同法第７条第１項に規定する情緒障害児短期治療施

設の通所部に入所している小学校就学前子どもが２人以上いる場合において，それら

の小学校就学前子どものうち，年齢の高い順から数えて２人目以降の小学校就学前子

どもが支給認定子どもであるときは，当該支給認定子どもに係る利用者負担額は，次

の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める額とする。 

(1) ２人目の支給認定子どもに係る利用者負担額 この表の額の２分の１ 

   (2) ３人目以降の支給認定子どもに係る利用者負担額 ０円 

４ 支給認定子どもの属する世帯が次に掲げる世帯である場合には，この表の規定にか

かわらず，Ｂ階層と認定されたときの利用者負担額は０円とし，Ｃ階層１からＣ階層

３までと認定されたときの利用者負担額はこの表に掲げる当該階層の利用者負担額か

ら１，０００円を差し引いた額とする。 

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子又は男

子で現に支給認定子どもを扶養しているものの世帯をいう。 

(2) 在宅障害児（者）のいる世帯 次に掲げる児（者）を有する世帯をいう。 

ア 身体障害者福祉法第１５条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 

イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条に定める精神障害者保健福

祉手帳の交付を受けた者 



    エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象

児 

オ 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 

(3) その他の世帯 支給認定保護者の申請に基づき，生活保護法に定める要保護者等

特に困窮していると市長が認めた世帯をいう。 

提案理由 

   子ども・子育て支援法の施行に伴い，特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の

利用者負担額を定めるため，本条例を制定しようとするものである。 



甲 第 ４ ５ 号 議 案 

   岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定 

   める条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定 

   める条例の一部を改正する条例 

 岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年市条例第１２２号）の一部を次のように改正する。 

第４２条第２項中「障害児入所支援施設」を「障害児入所施設」に改める。 

第４３条第４項第１号中「特定教育・保育」を「特定地域型保育」に改める。 

第４８条中「第３４条第５項」を「第４６条第５項」に改める。 

附則第２条第１項中「「支払を」とあるのは「支払を」を「「額の支払を」とあるのは

「額の支払を」に改める。 

 附則第３条第２項中「第４３条第１項」を「当分の間，第４３条第１項」に改める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

提案理由 

  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の訂正に伴い，所要の

措置を講ずるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ４ ６ 号 議 案 

   岡山市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市立保育所条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市立保育所条例の一部を改正する条例 

 岡山市立保育所条例（昭和３９年市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「日々保護者の委託を受けて，保育に欠ける乳児又は幼児を保育するため」を

「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため」に改める。 

 第３条を第８条とし，第２条の次に次の５条を加える。 

 （入所の資格） 

第３条 保育所に入所することのできる者は，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第１９条第１項第２号及び第３号に規定する小学校就学前子どもであって，日

常生活に支障がないものとする。 

 （入所の許可） 

第４条 保育所に前条の小学校就学前子どもを入所させようとするときは，その保護者は，

市長の許可を受けなければならない。 

 （入所の許可の取消し） 

第５条 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，入所の許可を取り消すことがで

きる。 

(1) 保育の必要性がなくなったとき。 

(2) 不正又は偽りの行為によって入所していることが判明したとき。 

(3) その他管理運営上特に支障があると認めるとき。 

（保育料） 



第６条 第４条の規定により入所の許可を受けた者は，使用料（以下「保育料」とい

う。）を納付しなければならない。 

２ 前項の保育料の額は，岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者

負担額に関する条例（平成２７年市条例第  号）に定めるところによる。 

３ 保育料は，毎月末日（１２月にあっては，２５日）までにその月分を納付しなければ

ならない。ただし，その日が民法（明治２９年法律第８９号）第１４２条に規定する休

日又は土曜日に該当するときは，これらの日の翌日を納期限とする。 

４ 既納の保育料は，還付しない。ただし，市長が特に必要があると認めたときは，その

全部又は一部を還付することができる。 

（保育料の減免） 

第７条 市長は，特に必要があると認めたときは，保育料を減免することができる。 

附 則 

１ この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第４条の規定による入所の許可に関し必要な行為は，この条例の施行前にお

いても，同条の規定の例により行うことができる。 

提案理由 

 児童福祉法の一部改正等に伴い，所要の措置を講ずるため，本条例の一部を改正しよう

とするものである。 



甲 第 ４ ７ 号 議 案 

   岡山市保育所における保育の実施及び使用料徴収に関する条例を廃止する条 

例の制定について 

 岡山市保育所における保育の実施及び使用料徴収に関する条例を廃止する条例を次のよ

うに制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市保育所における保育の実施及び使用料徴収に関する条例を廃止する条 

   例 

 岡山市保育所における保育の実施及び使用料徴収に関する条例（昭和６２年市条例第１

１号）は，廃止する。 

   附 則 

 この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

提案理由 

 児童福祉法の一部改正に伴い，条例委任事項が廃止される等のため，本条例を廃止しよ

うとするものである。 



甲 第 ４ ８ 号 議 案 

   岡山市立幼稚園授業料条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市立幼稚園授業料条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市立幼稚園授業料条例の一部を改正する条例 

 岡山市立幼稚園授業料条例（昭和３５年市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条を次のように改める。 

 （授業料の額） 

第２条 授業料の額は，岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負

担額に関する条例（平成２７年市条例第  号）に定めるところによる。 

 第３条第２項中「毎月１０日（４月にあつては」を「毎月末日（１２月にあっては」に 

改める。 

 第６条中「園児の属する世帯の所得の状況に応じ，その他」を削る。 

   附 則 

１ この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において岡山市立幼稚園に在 

 園する園児（施行日以後に退園（引き続き他の岡山市立幼稚園及び岡山市立認定こども 

 園に入園する場合を除く。）する者を除く。）の授業料の額が月額６，３００円を超え

る場合は，改正後の第２条の規定にかかわらず，月額６，３００円とする。 

提案理由 

 子ども・子育て支援法の施行に伴い，市立幼稚園の授業料について定めるため，本条例



の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ４ ９ 号 議 案 

   岡山市幼児教育センター条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市幼児教育センター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市幼児教育センター条例の一部を改正する条例 

 岡山市幼児教育センター条例（平成１２年市条例第１２４号）の一部を次のように改正

する。 

 第３条第２号中「保育に欠ける乳児又は幼児」を「保育を必要とする乳児・幼児」に改

める。 

附 則 

この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

提案理由 

 児童福祉法の一部改正に伴い，所要の措置を講ずるため，本条例の一部を改正しようと

するものである。 



甲 第 ５ ０ 号 議 案 

   岡山市建部町温泉会館条例を廃止する条例の制定について 

 岡山市建部町温泉会館条例を廃止する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市建部町温泉会館条例を廃止する条例 

 岡山市建部町温泉会館条例（平成１８年市条例第９４号）は，廃止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

 （岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例の一部改正） 

２ 岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例（平成２１年市条例第６１号）の一

部を次のように改正する。 

  別表岡山市建部町温泉会館条例（平成１８年市条例第９４号）の項を削る。 

提案理由 

 建部町温泉会館を廃止するため，本条例を廃止しようとするものである。 



甲 第 ５ １ 号 議 案 

   岡山市鳥獣飼養登録票発行事務手数料条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 岡山市鳥獣飼養登録票発行事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する

ものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市鳥獣飼養登録票発行事務手数料条例の一部を改正する条例 

 岡山市鳥獣飼養登録票発行事務手数料条例（平成１２年市条例第１０号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに

狩猟の適正化に関する法律」に改める。 

   附 則 

 この条例は，平成２７年５月２９日から施行する。 

提案理由 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正に伴い，所要の措置を講ずるため，

本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ５ ２ 号 議 案 

   岡山市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第  号 

   岡山市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 

 岡山市自転車等駐車場条例（昭和６３年市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１の３無料自転車等駐車場の表浜野入口バス停自転車駐車場の項の次に次のよう

に加える。 

築港栄町東バス停自転車駐車場 岡山市南区築港栄町 

別表第１の３無料自転車等駐車場の表に次のように加える。 

築港元町バス停自転車駐車場 岡山市南区若葉町 

   附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

提案理由 

 築港栄町東バス停自転車駐車場及び築港元町バス停自転車駐車場を設置するため，本条

例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ５ ３ 号 議 案

    岡山市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定

める条例の制定について

     岡山市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定める条例を

次のように制定するものとする。

平成２７年 ２ 月１６日提出

岡山市長 大  森  雅  夫

岡山市条例第   号

岡山市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定

める条例

 （趣旨）

第１条 この条例は，水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１５条第１項第３号ハの規

定に基づき，浸水想定区域内にある大規模な工場その他の施設で当該施設の所有者又は

管理者からの申出があった場合に岡山市地域防災計画に名称及び所在地を定めるものの

用途及び規模を定めるものとする。

 （用途及び規模）

第２条 前条の用途は工場，作業場又は倉庫とし，規模は延べ面積が５，０００平方メー

トル以上であることとする。 

   附 則 

 この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

提案理由 

水防法の一部改正に伴い，岡山市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用

途及び規模について定めるため，本条例を制定しようとするものである。 



甲 第 ５ ４ 号 議 案 

岡山市消防団員の定員，給与，服務等に関する条例の一部を改正する条例の 

制定について 

 岡山市消防団員の定員，給与，服務等に関する条例の一部を改正する条例を次のように

制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市消防団員の定員，給与，服務等に関する条例の一部を改正する条例 

 岡山市消防団員の定員，給与，服務等に関する条例（昭和３９年市条例第５４号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「４，８００人」を「４，６６０人」に改める。 

附 則 

この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

提案理由 

 消防団員の定員を見直し，消防団の運営管理を効率的に行うため，本条例の一部を改正

しようとするものである。 



甲 第 ５ ５ 号 議 案 

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例の制定について 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴 

う関係条例の整理に関する条例 

 （岡山市教育委員会の教育長の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 岡山市教育委員会の教育長の給与に関する条例（昭和２７年市条例第５６号）の

一部を次のように改正する。 

第１条中「教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第１６条第２項」を「地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３項」に改める。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年市条

例第３６号）の一部を次のように改正する。 

別表第１教育委員会委員長の項を削る。 

  別表第２中                   を 教育委員会委員  に改める。 

（岡山市教育委員会教育長の勤務時間，休日及び休暇に関する条例の一部改正） 

第３条 岡山市教育委員会教育長の勤務時間，休日及び休暇に関する条例（昭和３１年市

条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

教育委員会委員長 

教育委員会委員 」 

「 
「 

」 



第１条中「，教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第１６条第２項の規定に基

づき」を削る。 

第２条中「他の」を削る。 

 （岡山市職員定数条例の一部改正） 

第４条 岡山市職員定数条例（昭和５９年市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２１条」を「第１９条」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第

７６号。以下「改正法」という。）附則第９条の場合においては，第１条の規定による

改正後の岡山市教育委員会の教育長の給与に関する条例第１条の規定は適用せず，第１

条の規定による改正前の岡山市教育委員会の教育長の給与に関する条例第１条の規定は，

なおその効力を有する。 

３ 改正法附則第２条第２項の場合においては，第２条の規定による改正後の特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第１及び別表第２の規定は適用

せず，第２条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例別表第１及び別表第２の規定は，なおその効力を有する。 

４ 改正法附則第９条の場合においては，第３条の規定による改正後の岡山市教育委員会

教育長の勤務時間，休日及び休暇に関する条例の規定は適用せず，第３条の規定による

改正前の岡山市教育委員会教育長の勤務時間，休日及び休暇に関する条例の規定は，な

おその効力を有する。 

５ 改正法附則第２条第２項の場合においては，第４条の規定による改正後の岡山市職員

定数条例第１条の規定は適用せず，第４条の規定による改正前の岡山市職員定数条例第

１条の規定は，なおその効力を有する。 



提案理由 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い，所要の措置を講ずるため，

関係条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ５ ６ 号 議 案 

   岡山市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定に

ついて 

 岡山市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例を次のように制定す

るものとする。 

平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

岡山市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）第１１条第５項の規定に基づき，岡山市教育委員会教育長（以下「教育長」とい

う。）の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （職務に専念する義務の免除） 

第２条 教育長の職務に専念する義務の特例については，一般職の職員の例による。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第

７６号）附則第２条第２項の場合においては，この条例の規定は適用しない。 

提案理由 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い，教育長の職務に専念する



義務の特例について定めるため，本条例を制定しようとするものである。 



甲 第 ７ ５ 号 議 案 

岡山市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

岡山市介護保険条例の一部を改正する条例 

岡山市介護保険条例（平成１２年市条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

第６条中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度ま

で」に改め，同条第１号中「３３，１２０円」を「３６，９６０円」に改め，同条第２号

中「３３，１２０円」を「５１，７４４円」に改め，同条第３号中「４９，６８０円」を

「５５，４４０円」に改め，同条第４号中「６６，２４０円」を「６２，８３２円」に改

め，同条第１０号中「１４９，０４０円」を「１８４，８００円」に改め，同号を同条第

１２号とし，同号の前に次の１号を加える。 

(11) 次のいずれかに該当する者 年額 １６６，３２０円 

ア 合計所得金額が１，０００万円未満であり，かつ，前各号のいずれにも該当しな

いもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

 第６条第９号中「１３２，４８０円」を「１４７，８４０円」に改め，同号イ中「に該

当する者を除く」を「又は次号イに該当する者を除く」に改め，同号を同条第１０号とし，

同条第８号中「１１５，９２０円」を「１２９，３６０円」に改め，同号イ中「又は次号

イ」を「，次号イ又は第１１号イ」に改め，同号を同条第９号とし，同条第７号中「９９，

３６０円」を「１１０，８８０円」に改め，同号イ中「又は第９号イ」を「，第１０号イ



又は第１１号イ」に改め，同号を同条第８号とし，同条第６号中「８２，８００円」を

「９２，４００円」に改め，同号イ中「第８号イ又は第９号イ」を「第９号イ，第１０号

イ又は第１１号イ」に改め，同号を同条第７号とし，同条第５号中「７９，４８８円」を

「８５，００８円」に改め，同号イ中「第７号イ，第８号イ又は第９号イ」を「第８号イ，

第９号イ，第１０号イ又は第１１号イ」に改め，同号を同条第６号とし，同号の前に次の

１号を加える。 

(5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 年額 ７３，９２０円 

 第８条第３項中「及びハ」を「若しくはニ」に，「並びに第６号ロ」を「，第６号ロ，

第７号ロ，第８号ロ又は第９号ロ」に，「第３９条第１項第１号から第６号まで」を「第

３９条第１項第１号から第９号まで」に改める。 

附則に次の１条を加える。 

（改正法附則第１４条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置） 

第１５条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１４条の規定に基づき，法第１１５条

の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については，介護予防及び生

活支援の体制整備の必要性に鑑み，その円滑な実施を図るため，平成２７年４月１日か

ら平成２９年３月３１日までの間は行わず，平成２９年４月１日から行うものとする。 

附 則 

１ この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

２ 改正後の岡山市介護保険条例の規定は，平成２７年度分の介護保険料から適用し，平 

成２６年度分までの介護保険料については，なお従前の例による。 

提案理由 

 介護保険事業計画の見直しに伴い，平成２７年度分から平成２９年度分までの介護保険

料の額を改める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ７ ６ 号 議 案 

   岡山市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例を次のように制定するものと

する。 

  平成２７年 ２ 月１６日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例 

岡山市職員の特殊勤務手当支給条例（昭和２７年市条例第３１号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条の表消防緊急業務手当の項の次に次のように加える。 

潜水業務手当 潜水器具を着用して，潜水訓練又は潜水作業に従

事した消防職員 

１回 ４１０円 

   附 則 

 この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

提案理由 

 消防職員に対する潜水業務手当を新設するため，本条例の一部を改正しようとするもの

である。 



甲 第 ９ ４ 号 議 案 

   岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２７年 ３ 月１１日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 岡山市国民健康保険条例（昭和３６年市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 第８条第１項中「第７２条の４」を「第７２条の５」に改める。 

 第９条の３第１号中「保健事業に要する費用の額」の次に「，法第８１条の２第１項第

１号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第２項の規定による拠出金（当該事業に関

する事務の処理に要する費用に係るものを除く。）の納付に要する費用の額，同条第１項

第２号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第２項の規定による拠出金（当該事業に

関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。）の納付に要する費用の額の２分の１

に相当する額」を加え，同条第２号中「第７２条の４」を「第７２条の５」に，「その

他」を「，法第８１条の２第１項の規定による交付金並びにその他の」に改める。 

第１２条の６中「５１０，０００円」を「５２０，０００円」に改める。 

第１２条の１５中「１６０，０００円」を「１７０，０００円」に改める。 

第１２条の２０中「１４０，０００円」を「１６０，０００円」に改める。 

第１６条第１項中「５１０，０００円」を「５２０，０００円」に改め，同項第２号中

「２４５，０００円」を「２６０，０００円」に改め，同項第３号中「４５０，０００

円」を「４７０，０００円」に改め，同条第３項中「５１０，０００円」を「５２０，０

００円」に，「１６０，０００円」を「１７０，０００円」に改め，同条第４項中「５１

０，０００円」を「５２０，０００円」に，「１４０，０００円」を「１６０，０００

円」に改める。 



附則中第２項を削り，第３項を第２項とし，第４項を第３項とする。 

   附 則 

１ この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

２ 改正後の岡山市国民健康保険条例の規定は，平成２７年度以後の年度分の保険料につ

いて適用し，平成２６年度分までの保険料については，なお従前の例による。 

提案理由 

 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い，国民健康保険料の賦課限度額及び保険料軽減

判定所得の額を改める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 


